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１、開催年月日時刻及び場所

  令和４年６月１７日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時４８分

於  本 会 議 場

２、出席委員の氏名

委 員 長 松本 洋介 君

副 委 員 長 堤  典子 君

委 員 八江 利春 君

〃 田中 愛国 君

〃 小林 克敏 君

〃 中山  功 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 瀬川 光之 君

〃 中島 廣義 君

〃 徳永 達也 君

〃 外間 雅広 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

   〃 浅田ますみ 君

〃 西川 克己 君

〃 山口 初實 君

〃 川崎 祥司 君

〃 前田 哲也 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

   〃 ごうまなみ 君

〃 吉村  洋 君

〃 山本 由夫 君

   〃 宅島 寿一 君

〃 麻生  隆 君

〃 山口 経正 君

〃 近藤 智昭 君

〃 坂本  浩 君

〃 宮島 大典 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 中村 一三 君

〃 石本 政弘 君

〃 饗庭 敦子 君

〃 久保田将誠 君

〃 浦川 基継 君

  〃 北村 貴寿 君

  〃 山下 博史 君

   〃 下条 博文 君

   〃 中村 泰輔 君

   〃 赤木 幸仁 君

   〃 千住 良治 君

       〃 坂口 慎一 君

   〃 清川 久義 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

知 事 大石 賢吾 君

副 知 事 平田 修三 君

副 知 事 平田  研 君

統 括 監 柿本 敏晶 君

危 機 管 理 監 多田 浩之 君

企 画 部 長 浦  真樹 君

総 務 部 長 大田  圭 君

地域 振興部 長 早稲田智仁 君

地域振興部政策監 渡辺 大祐 君

文化観光国際部長 前川 謙介 君
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県民生活環境部長 貞方  学 君

福祉 保健部 長 寺原 朋裕 君

こども政策局長 田中紀久美 君

産業 労働部 長 松尾 誠司 君

産業労働部政策監 村田  誠 君

水 産 部 長 川口 和宏 君

農 林 部 長 綾香 直芳 君

土 木 部 長 奥田 秀樹 君

交 通 局 長 太田 彰幸 君

教育委員会教育長 中﨑 謙司 君

教 育 次 長 狩野 博臣 君

会 計 管 理 者 吉野ゆき子 君

選挙管理委員会書記長 大塚 英樹 君

監査 事務局 長 上田 彰二 君

人事委員会事務局長
（労働委員会事務局長併任）

大﨑 義郎 君

議会 事務局 長 黒﨑  勇 君

警 察 本 部 長 中村  亮 君

議会事務局職員出席者

次長兼総務課長 藤田 昌三 君

議 事 課 長 川原 孝行 君

政務 調査課 長 濵口  孝 君

議事課課長補佐 永尾 弘之 君

議 事 課 係 長 山脇  卓 君

議 事 課 係 長 高見  浩 君

会計年度任用職員 天雨千代子 君

６、付議事件の件名

第69号議案
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第3号）

第70号議案
令和4年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予
算（第1号）

第71号議案

令和4年度長崎県国民健康保険特別会計補正予
算（第1号）
第85号議案
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第5号）
報告第4号
令和3年度長崎県一般会計補正予算（第23号）
報告第5号
令和3年度長崎県母子父子寡婦福祉資金特別会
計補正予算（第1号）
報告第6号
令和3年度長崎県農業改良資金特別会計補正予
算（第2号）
報告第7号
令和3年度長崎県林業改善資金特別会計補正予
算（第2号）
報告第8号
令和3年度長崎県県営林特別会計補正予算（第3
号）

報告第9号
令和3年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計補
正予算（第2号）
報告第10号
令和3年度長崎県小規模企業者等設備導入資金
特別会計補正予算（第2号）
報告第11号
令和3年度長崎県用地特別会計補正予算（第2
号）

報告第12号
令和3年度長崎県庁用管理特別会計補正予算
（第2号）
報告第13号
令和3年度長崎県長崎魚市場特別会計補正予算
（第1号）
報告第14号
令和3年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予
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算（第4号）
報告第15号
令和3年度長崎県公債管理特別会計補正予算
（第2号）

第16号議案
令和3年度長崎県国民健康保険特別会計補正予
算（第2号）

報告第17号
令和3年度長崎県交通事業会計補正予算（第2
号）

報告第18号
令和3年度長崎県流域下水道事業会計補正予算
（第4号）

報告第19号
令和4年度長崎県一般会計補正予算（第2号）

７、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開会 ―

【松本委員長】 おはようございます。

ただいまから、予算決算委員会を開会いたし

ます。

これより、議事に入ります。

まず、今定例会における会議録署名委員を、

慣例により私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、山田委員、ごう委員のご

両人にお願いいたします。

次に、委員会の審査日程についてお諮りいた

します。

今定例会における委員会の審査日程は、お手

元にお配りしております令和4年6月定例会予
算決算委員会日程案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【松本委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、そのとおり決定されました。

本委員会に付託されました案件は、お手元の

付託議案一覧表のとおり、第69号議案「令和4
年度長崎県一般会計補正予算（第3号）」のほ
か19件であります。
これより、本委員会に付託された予算議案及

び報告議案について、総括質疑を行います。

総括質疑は、一問一答方式とし、答弁時間を

含めて、お手元に配付のとおりの時間の範囲内

で行うことといたします。

まず、自由民主党の質疑を行います。

なお、質疑時間は、答弁を含め90分でありま
す。

宅島委員。

【宅島委員】 皆様、おはようございます。

自由民主党、雲仙市選挙区選出、宅島寿一で

ございます。

まず、質問に入ります前に、新型コロナウイ

ルス感染症によりお亡くなりになられた方々、

並びにご遺族の皆様にお悔やみを申し上げま

すとともに、現在も入院、療養をされている

方々にお見舞いを申し上げます。

また、医療関係者の皆様におかれては、県民

の命と健康を守るため日々ご尽力いただいて

おりますことに、改めて厚く御礼を申し上げま

す。

それでは、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。

知事、関係部長のご答弁をよろしくお願いい

たします。

1、本県の財政状況と財政運営について。
（1）財政の現状認識と今後の財政運営につ

いて。

県は、財政調整基金の取崩しに依存しない財

政運営を目指し、歳入歳出の両面から着実に取
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組を進められ、その結果、令和2年度の基金取
崩額は16億円で、平成28年度の48億円と比べて
大幅に減少するなど、これまで順調に推移して

きたものと評価をしております。

しかしながら、新型コロナウイルスの感染拡

大やロシアのウクライナ侵攻等による原油価

格や物価高騰などにより、様々な分野において

経済的影響が生じており、そのことは本県財政

にも直結するため、これまで順調に推移してき

た財政健全化に影響が出ないか懸念されると

ころであります。

そこで、令和3年度専決補正予算を踏まえた
県の財政状況の現状認識と今後の財政運営に

ついてお尋ねいたします。

【大石知事】 本県の財政は、自主財源に乏し

く、歳入の多くを地方交付税や国庫支出金に依

存する脆弱な財政構造にあります。

そうした中、令和3年度は、歳入面において、
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税

や地方譲与税の大幅な減収を見込んでいたも

のの、全国的な経済の持ち直しの動きに伴い、

最終予算における県税収入は、当初予算を上回

る1,261億円を見込んでおります。
また、歳出面では、国の有利な財源に加え、

財政調整基金も活用しながら、新型コロナウイ

ルス感染症の予防、感染防止や県内の社会経済

活動の回復・拡大に向けた各種対策に全力を注

いできたところであります。

その結果、交付税精算分を除く財源調整のた

めの基金残高は、約263億円と令和2年度に比べ
て増加をしており、想定を超える税収の増加等

により、令和3年度は財源調整のための基金を
取り崩さない財政運営を達成することができ

ました。

しかしながら、本県財政を取り巻く環境は、

社会保障関係経費や公債費の増加に加え、新型

コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰の

影響が見込まれるなど厳しさを増しているも

のと認識をしております。

引き続き、状況をしっかりと注視しながら、

基金の取崩しに依存しない財政運営に努めて

まいります。

【宅島委員】 今、知事から答弁いただいた数

字をもとにいたしますと、財政の健全化を示す

令和2年度の財政健全化判断比率は、実質公債
費比率が10.8％、将来負担比率が193.2％と、
いずれも健全な数字となっているようであり

ます。

また、財源調整のための基金についても、令

和2年度決算における取崩額が16億円と、平成
28年度の48億円と比べて大幅に減少するなど、
これまで本県の財政状況は、しっかりとした健

全性が確保されてきたものと評価をしており

ます。

今後も引き続き、健全な財政運営に取り組ん

でいただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。

国は現在、予備費や、本年5月26日に可決成
立いたしました令和4年度補正予算を活用し、
コロナ禍における原油価格、物価高騰対策等を

講じており、その中で地方創生臨時交付金の物

価高騰対策分を新たに創設するなど、一定の対

応はなされております。

しかしながら、国の財政状況は、その財源を

国債に依存する部分が多く、かつ、先日閣議決

定されました「経済財政運営と改革の基本方針

2022」においても、国と地方の新たな役割分担
として、新型コロナウイルス感染症対応として

の国から地方への財政移転について、「感染症

収束後、早期に地方財政の歳出構造を平時に戻
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す」と記載をされております。コロナ収束後は、

一転、地方財政に対する緊縮化という動きが出

てくるのではないかと心配しております。

新型コロナで疲弊した本県の経済・雇用情勢

の早期回復や、社会保障関係経費の増加等に対

応するためにも、国に対し、一般財源総額の確

保や財源措置の充実・強化を強く要望する必要

があると考えますが、県のお考えをお尋ねいた

します。

【大石知事】 地方が持続可能で安定的な財政

運営を行うためには、地方交付税をはじめ、一

般財源総額の確保が重要であることから、県で

は、これまでも政府施策要望など様々な機会を

捉えて国への要望を重ねてまいりました。

また、長期化する新型コロナウイルス感染症

の影響や物価高騰などにより疲弊した県内経

済の回復・拡大には、さらなる地方財源の確保

が必要不可欠であることから、一般財源総額の

確保とともに、地方創生臨時交付金の増額や地

方の実情を踏まえた新たな財源措置などの要

望を行っているところであります。

今後も引き続き、新型コロナウイルス感染症

対策や地域経済の活性化にしっかりと取り組

んでいくため、全国知事会等と連携をしながら、

財源措置の充実・強化を強く訴えてまいりたい

と考えております。

【宅島委員】 特に、最近では、ニュースを見

ますと、倒産件数が徐々に全国的に増えてきて

おり、長崎県においても予断を許さないという

状況でありますので、県としても、国からの交

付金をしっかり要望して確保していただきた

いと思います。よろしくお願いします。

2、産業労働行政について。
（1）製造業の振興について。
長期化するコロナ禍の中、落ち込んだ県内経

済を引き上げるためにも、経済波及効果の大き

い製造業の振興が大変重要であると考えてお

ります。

また、我が国は、2020年10月に2050年カー
ボンニュートラルを宣言し、温暖化への対応を

コストと考える時代は終わり、成長の機会と捉

える時代、いわゆるグリーン成長戦略の局面に

入りました。

最近では、アメリカのアップル社が、製造過

程で排出する温暖化ガスを2030年までにゼロ
にする方針を発表し、部品メーカーに排出量を

削減するよう求めるなど、企業においても、生

産工程の脱炭素化に取り組まないと世界的な

サプライチェーンや金融機関の融資を受けに

くくなるとの報道もございます。

こういった社会経済の動きを見据えた上で

今回の事業を構築されたと思いますが、今回、

県内企業の成長を後押しするため、どのような

取組を支援しようとしているのかお尋ねいた

します。

【松尾産業労働部長】 世界的なカーボンニュ

ートラルの潮流の中、石油や石炭からＬＮＧ、

アンモニア、水素へと転換していく動きに対応

し、県内企業が需要を獲得していくためには、

さらなる生産性向上や新たな技術開発が求め

られております。

近年、県内企業においても、環境対応船など

の環境分野に進出する動きが見られる中、素材

の変更に伴う金属加工技術の高度化や、サプラ

イチェーン全体でのエネルギー効率化が求め

られる事例も出てきております。

このような中、県では、今回の補正予算でご

提案しておりますグリーン対応型企業成長促

進事業により、半導体、ロボット、造船・プラ

ント、医療の成長分野において、サプライチェ
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ーン強化に向けた設備投資やグリーン関連技

術の研究開発等について支援していくことと

しております。

【宅島委員】 産業労働部長の答弁のとおり、

今、製造業は、特にコロナ禍において、またウ

クライナの情勢において厳しくなってきてお

ります。こういったグリーン化の動きを追い風

と捉えて、しっかりと進めていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

デジタル社会が進展する一方で、軍事的な緊

張の高まりなど国際情勢の影響から、世界的に

半導体の供給不足が続いております。日本国内

での安定調達が課題となってきております。

こうした中、台湾の半導体生産世界最大手の

ＴＳＭＣが、熊本県で総額1兆円を投じて工場
建設に着手するなど、国内各地で半導体関連の

投資が活発となってきております。九州では、

シリコンアイランド復活への期待が大変高ま

っているところであります。

このような動きがある半導体関連分野に加

え、コロナ禍にあって国内投資が活発になって

いる医療関連分野の企業の進出に当たっては、

工業用水の確保が必要不可欠であり、十分な工

業用水を備えた工業団地など、しっかりとした

受け皿が求められております。

本県は、大きな地震のリスクが低いＢＣＰ適

地として注目される中、実際に半導体や医療関

連の案件も出てきていると聞いており、工業用

水を備えた工業団地の整備を急ぐ必要がある

のではないかと考えております。

雲仙市においては、今年度、工業用水の確保

に向けて、千々石川の水量等の調査を実施する

予定と聞いており、県が6月補正予算で提案さ
れている半導体・医療関連企業誘致可能性調査

事業を活用できないかと考えるところであり

ますが、この半導体・医療関連企業誘致可能性

調査事業は、具体的にどういう手順で進めてい

くのかお尋ねいたします。

【松尾産業労働部長】 半導体・医療関連企業

誘致可能性調査事業は、十分な水源が期待でき

る地域において、市町が実施する活用可能な水

源確保のための調査を支援するものでありま

す。

具体的な手続としましては、まず、各市町へ

公募を実施し、提案があった地域について、外

部の有識者による水量や水質、交通アクセス等

の観点からの審査を経て、調査候補地を選定し

てまいりたいと考えております。

【宅島委員】 今まで企業誘致等々については、

産業振興財団等々を通じて着実に成果を出さ

れてきたところでありますが、今後はこういっ

た新分野の企業誘致になりますので、しっかり

対応していただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。

（2）若者の県内定着について。
本県の産業振興のためには人材確保も必要

であると考えており、県におかれましては、県

内の県内就職促進に力を入れて取り組まれて

いるところであります。

令和4年3月卒業の高校生の県内就職率は過
去最高の72％と、県におけるこれまでの取組の
成果が現れてきているものであります。

ただ、産業ごとに見ると、それぞれ状況が異

なると思いますが、高校生の就職状況について、

まずはどういった産業に就職されている方が

多いのかをお尋ねいたします。

【村田産業労働部政策監】 文部科学省の学校

基本調査によりますと、令和3年3月卒業の県内
高校生の就職者3,129人のうち、産業別で多い
順に、製造業が800人、25.6％、以下、公務392
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人、12.5％、建設業387人、12.4％、卸売業・
小売業321人、10.3％、医療・福祉256人、8.2％
となっております。

なお、都道府県別では、多い順に、福岡県が

320人、愛知県117人、東京都111人となってお
ります。

【宅島委員】 製造業、公務員、建設業と、そ

ういった順序で就職される方々が多いという

回答がありました。先週、確認をいたしました

ところ、県外においても、製造業、公務員、建

設業とトップ3は大体同じ業種と聞いておりま
す。

特に、若者が県内に定着をするということで

考えると、今、問題になっているのは離職率で

ありまして、ぜひ県が企業側と一緒になって、

いかに就職された高校生の方たちを引き止め

る策を考えるか、長くそこに就職をしてもらえ

ることを考えるかが必要となってくると思い

ますので、ぜひそこも踏まえて、今後の展開に

向けていただければと思います。

建設業で担い手不足が叫ばれる中、これまで

も高校生などに対し、様々な担い手確保のため

の対策を講じていることは承知をしておりま

す。

今回補正予算において、建設業における担い

手確保加速化事業費が計上されております。今

回の取組で建設業への新たな担い手が誕生す

ることを期待しております。

一方、建設業に入社後の専門技術の習得は、

短期間で身につくものではなく、また、県内の

建設業においては、普通高校などから入職する

技術者が多く、その育成に時間と手間を要して

おり、業界の若手育成に行政としても支援を行

うべきと考えております。

そこで、これまで技術者のための研修を実施

しているとお聞きしておりますが、その内容に

ついてお尋ねいたします。

【奥田土木部長】 県内の建設技術者について、

工事を管理する上で必要となる主な国家資格

である土木施工管理技士の保有者を見ますと、

50歳以上が約6割を占めており、今後、これら
の技術者の大量退職が見込まれることから、若

手技術者の育成と定着促進が重要な課題であ

ると考えています。

このため、平成31年度に県が主体となって建
設技術者育成システムを構築し、長崎県建設技

術研究センターにおいて、就職後3年以内の経
験の少ない若手技術者を対象として、測量や施

工管理などの基礎的な知識、技術を習得できる

2か月間の研修を実施しています。
【宅島委員】 今、土木部長が答弁なさったこ

とは、非常に地元の建設業の方々からも好評を

得ております。

そこで、離島からの方々、離島の建設業から

の育成研修に係る費用負担の支援についてお

尋ねいたします。

【奥田土木部長】 県としても、研修の受講機

会について、本土と離島に差があってはならな

いと考えており、離島からの参加者に対して、

市町と協力し、宿泊費と交通費を助成してまい

りました。令和2年度については、残念ながら、
新型コロナの影響で研修自体が中止となりま

したが、平成31年度と令和3年度の2年間で34
名が受講し、そのうち6名に助成を行っていま
す。

なお、昨年度まで、県と市町で実施していた

助成制度については、今年度から、長崎県建設

技術研究センターの離島建設技術者育成支援

事業に引き継ぎ、同様の助成を行っています。

【宅島委員】 特に近年、災害についても本当
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に激甚化しており、考えられないほどの災害が

起きます。そこで必要なのは、地域と密着した

建設業、特に災害協定などを自治体と結んで、

しっかり地域住民の皆様方の生活を守ってい

ただいておりますので、建設業の担い手の事業

についてはしっかりと取り組んでいただきた

いと思います。

以上で質問を終わります。

ありがとうございました。

【松本委員長】 中島浩介委員。

【中島(浩)委員】引き続きまして、自由民主党、
南島原市選出、中島浩介でございます。よろし

くお願いします。

1、（新）男性の家事・子育てへの参画促進
事業について。

（1）セミナー、イベント等開催について。
事業の目的として、男性の家事や子育てへの

参画を促進するため、男性の育休取得促進セミ

ナーや子育て世帯向けのイベントを実施され

るようでございます。

男性が育休を取得することで女性の負担が

軽減され、ともに家庭を築くことで少子化対策

にもつながっていくものと考えております。

企業向けにおいては、どのような実績がある

先進企業を招かれるのか、お伺いいたします。

【貞方県民生活環境部長】 県内企業における

男性の育児休業の取得を促進するためには、ま

ずは効果的、具体的な取組を知っていただくこ

とが重要であります。

企業向けのセミナーにおいては、先進企業と

して優良事例を紹介いただく企業としては、厚

生労働省のイクメン企業アワードの受賞企業

を想定いたしております。

【中島(浩)委員】 そういった中で、本県におき
ましては中小企業が非常に多い県でございま

して、技術の向上とか、いろんな業務に関わる

セミナー等には比較的積極的に参加をされて

いるようでございますけれども、今回のセミナ

ーにおいてはどのようなやり方で参加企業を

募られるのか、お伺いいたします。

【貞方県民生活環境部長】 まず、基本、県の

広報媒体等を活用することについては従来ど

おりの募集方法でございますけれども、そのほ

かに開催のやり方としまして、今回は長崎労働

局の育児介護休業法改正の説明会と共催する

ことで、できるだけ多くの企業の参加を募って

まいりたいと考えております。

【中島(浩)委員】確かにオフィス系の企業にお
いては、比較的参加しやすいのかなという思い

もあります。

先ほど宅島委員からもお話がありましたと

おり、例えば建設業においては、特に現場代理

人なんかは常駐しなければいけないと。例えば、

一つの工事を請けた時には、その方が必ず張り

つかなければいけない。それが育児の間に重な

ってしまう。あるいは、法人化した農業であれ

ば、農業の方も農繁期に重なってしまう。漁業

であれば、遠洋漁業の方なんか、まさにそうい

った一定期間、海にいらっしゃるわけですから、

なかなか取得しにくいとなると、そういった企

業においては代替の方をもう一人置いておか

ないといけないとか、いろいろ課題はあると思

うんです。

ですから、オフィス系や製造業の大きな会社

は恐らく参加しやすいと思いますけれども、中

小企業、そしてまたマンパワーが必要な企業に

おいてもぜひ参加していただいて、どういった

形で今後企業として対応できるのかというの

も研究していく必要があるんじゃないかと思

いますので、いろんな業種によって状況は異な
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ると思いますので、ぜひその辺もよく研究して

いただいて、対応していただければと思ってお

ります。

次に、子育て世帯向けとして、今回、インフ

ルエンサー、男性の育休の取得経験者の方が、

子育て世帯向けのイベントにおいても参加さ

れるそうなんですけれども、どのようにして参

加者を募られるのか、お伺いいたします。

【貞方県民生活環境部長】 子育て世帯向けの

イベントにおきましては、県の広報媒体による

発信に加えまして、幼稚園、保育所等にもご案

内するとともに、併せて会場からのオンライン

配信も行うことで、より多くの参加者を確保で

きるよう取り組んでまいります。

【中島(浩)委員】 県庁においても、率先して取
得されている方もいらっしゃると聞いており

ます。ぜひアナウンスを拡大していただいて、

これも同じですけれども、いろんな業種の方が

参加していただけるようにお願いしたいと思

います。

2、ながさきで家族になろう事業について。
（1）（新）婚活アドバイザーの配置につい

て。

長崎県婚活サポートセンターも県庁内に今

回移転されまして、これからさらに体制強化を

図られるようでございますけれども、今回、新

たに婚活アドバイザーを予約制で、週に1回と
聞いておりますけれども、配置されるようでご

ざいます。どのような取組をなされるのか。ま

た、センター機能も強化されるようでございま

すけれども、どのような内容なのか、お伺いい

たします。

【田中こども政策局長】 現在、長崎県婚活サ

ポートセンターにおけるお見合いシステムに

つきましては、会員数が2,400名を超えており、

今後さらに会員のマッチングを促し、成婚につ

なげる必要があると考えております。

そのようなことから、専門的知見を有する婚

活アドバイザーを新たに配置し、会員からの、

お引き合わせ時の会話に関する相談等に対す

るアドバイスや、交際中の会員の悩みの相談な

どを行うこととしております。このようなアド

バイスを行うことで、会員自身が婚活に悩みを

抱えることなく、能動的に活動できるような環

境を提供したいと考えております。

また、こういった相談機能の充実や、既にお

りますシステムサポーター等のボランティア

の方々への研修等も行いまして、婚活サポート

センターの機能強化を図ってまいりたいと考

えております。

いずれにしましても、会員の皆様により多く

の出会いの機会を提供し、成婚につながるよう、

市町とも連携し事業を推進していきたいと考

えております。

【中島(浩)委員】この婚活アドバイザーの方は、
センターの方に来られて、あるいはネットでも

構わないんですけれども、登録されて、お互い

に会おうじゃないかという時等、いろんなタイ

ミングがあると思うんです。話す中で、じゃ、

次回はどうしようかとか、そういったタイミン

グを見計らって、このアドバイザーの方はどう

いったタイミングで入っていくのか、予約制と

は思っていますけれども。

【田中こども政策局長】 先ほど少し触れまし

たけれども、お引き合わせ時の、どういった会

話をしたらいいんだろうかというようなご相

談もあれば、実際にもう交際を始められた後に、

どういった服装で行けばいいんだろうかとか、

なかなか連絡が取れないとか、それぞれの場面

ごとの会員様のお悩みに応じて、予約をしてい
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ただいてアドバイスを行うというふうなこと

で考えております。

【中島(浩)委員】 相談される方も、仕事の内容
が多岐にわたるわけでございまして、前も一般

質問の時に話をさせていただいたんですけれ

ども、農業の方はＪＡさんがやられていたんで

す。他県からも農業に興味があるという方がい

らっしゃって、その際もこういったアドバイザ

ーの方がいらっしゃって、一つは身だしなみと

か会話の内容なんですけれども、農業だから、

あなたたちは生産者としての魅力があるんだ

から、そこの取組に対して熱く語ってもらえれ

ば響くよとか、その業種によって話しぶりも変

わってくると思うので、そういった多岐にわた

る方がアドバイザーであればそれに越したこ

とないんですけれども、そういったことも含め

た上で、一生懸命取り組んでいただきたいと思

います。

3、（新）長崎産水産物海外販路開拓事業に
ついて。

（1）中国水産物市場の広域開拓の推進につ
いて。

中国現地パートナーと連携し、販売ＰＲを図

られているようですが、新規販路や新たな輸送

ルートの開拓においても、現地パートナーの力

量に頼るところが大きいと考えられますけれ

ども、どのように今後進めて、どのように確保

されていくのか、お伺いいたします。

【川口水産部長】 本県の中国向け鮮魚輸出は、

平成17年に他県に先駆けて始まり、現地の有力
なパートナー企業と連携して、輸出に関する

様々な障壁を乗り越えながら順調に市場を拡

大し、上海等では「長崎鮮魚」として定着して

おります。

県としては、長崎鮮魚の輸出を通して関係性

を強化してきたパートナー企業との連携をさ

らに深め、より広範囲の新規エリアで見本市出

展や販促イベント等に取り組み、販路を開拓し

てまいります。

また、さらなる市場拡大を図るためには、空

輸や海上輸送など多様な輸送ルートを確保し

ていくことも必要であり、輸出事業者や現地パ

ートナー企業が、新規輸送ルートのトライアル

などに取り組めるようサポートしてまいりた

いと考えております。

【中島(浩)委員】 特に輸送ルートは、コロナ禍
であったり国の情勢等で大きく今後変わって

くる可能性があるわけです。その辺を見越した

上で、いろんなことが今後考えられますので、

その辺も含めた上で、しっかりと取り組んでい

ただきたいと思っております。

次に、知事のトップセールスについてでござ

いますけれども、イベント等に一緒に参加され

て、一緒に「お願いします」というやり方もあ

ると思うんですけれども、それではトップセー

ルスにならないという思いがございまして、や

はり輸出先の特に行政の方とか、バイヤーのオ

ーナーさんとか、いろんな方とトップ対談をさ

れた上でセールスをしていただきたいという

思いがあるんですけれども、今後、どのような

セールスのやり方を考えていらっしゃるのか、

お伺いしたいと思います。

【大石知事】 最大の輸出先である中国につい

ては、現地のキーパーソンと強固な信頼関係を

構築するとともに、本県の魅力を広く発信して

いくことが重要だと認識しております。

このため、私自身が先頭に立って売り込んで

まいりたいというふうに考えています。

具体的には、現地パートナー企業のトップに

お会いし、今後の輸出拡大に向けて、さらに連
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携を深めるとともに、現地の飲食店業界等に対

しましても、イベント等を通じてＰＲを行って

まいりたいというふうに考えています。

また、中国への輸出を円滑にするためには、

現地行政機関との関係構築も重要であると考

えておりますので、友好交流行事等の機会を捉

えながら対応していきたいというふうに思い

ます。

【中島(浩)委員】 そうなってくると、必然と現
地に出向いてということになります。

これから、どういう方とお会いできるのかと

いうのも、これからの取組で違ってくるかと思

うんですけれども、極力そういった重要な方た

ちと、個人的にも親密になっていただきまして、

そういった形でやっていただければ、商売にも

必ずつながっていくものと思いますので、ぜひ

お願いしたいと思います。

（2）新たな輸出販路開拓へのチャレンジ支
援について。

これも新たな取組ということで、可能性の高

い国での現地市場性の調査や現地バイヤーの

選定等を行われると考えていますが、どのよう

な国、あるいは地域を対象とされているのか。

また、市場性の調査やバイヤー招聘をどのよう

に取り組んでいかれるのか、お伺いいたします。

【川口水産部長】 新たな販路開拓先としては、

地理的に優位な東アジアや東南アジアのほか、

ＨＡＣＣＰ等輸出認証を備える事業者につい

ては欧米等も有望だと考えております。

県は、これまで事業者とともに市場調査や海

外バイヤーの招聘などに取り組み、中国向け

「長崎鮮魚」や米国向け養殖マアジ等の販路開

拓を進めてきた経験もあり、それを生かして新

たな販路の開拓をサポートしてまいります。

また、各取組主体が、輸出に知見のある専門

家による的確なアドバイスを受けながら、より

効果的に市場調査や海外バイヤーの招聘など

に取り組めるよう後押ししてまいりたいと考

えております。

【中島(浩)委員】 恐らく、長崎県以外の県でも
こういった取組をなされていると思うんです。

よく言われるのが、我々も海外視察に行った

時に、その市場とかスーパーとかに行くんです

けれども、どこの県も「長崎です、よろしくお

願いします」と言われますけれども、結局のと

ころ、向こうさんから言わせると九州だったり

日本だったりという感覚でいらっしゃると思

うんです。ですから、ＩＲもそうですけれども、

九州で取り組むとか、そういった一定の量を確

保しながら、ある程度品質の違いも品目によっ

てはあるんでしょうけれども、いちごなんかは

ブランド名で売り出すことができるんでしょ

うけれども、その辺のブランド化できない農産

物なんかは、一定、連携を取りながらやってい

ただければと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。

【川口水産部長】 九州内での輸出につきまし

ては、主に鹿児島県がブリを輸出しております。

我々長崎県としても、韓国や米国向けにブリを

輸出しておりますので、どういう連携が取れる

か、今後、検討してまいりたいと思います。

【中島(浩)委員】 香港だったですか、こちらで
水揚げしたのが、もう夕方ぐらいには届くとい

う、本当に地理的メリットがある我が県だと思

いますので、ぜひその辺を生かしていただいて、

東アジア方面にも、高品質な脂ののったブリと

かは非常に好評だと聞いておりますので、ぜひ

取り組んでいただきたいと思っております。

4、農業振興について。
（1）農業における燃油等高騰対策について。
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昨日もニュースでやっていましたけれども、

非常にガソリンの値段が下がらないと。予想で

は、これから長期にわたる可能性もあるという

中で、非常に生産者の方も苦慮されているわけ

ですけれども、燃料、肥料、飼料等の高騰にお

ける支援についてお伺いいたします。

世界情勢、コロナ禍の状況、円高等の要因に

よりまして燃油高騰となり、農業生産者の経営

に大きな影響を与えているところでございま

す。

燃油高騰は、肥料、飼料等にも影響を与え、

生産者の方々からは、このままでは経営が成り

立っていかないとの悲痛な声も上げられてい

ます。燃油高騰は一時的なものではなく、高止

まりが長期にわたる可能性も高く、長期的な考

えで取り組んでいく必要があるものと考えて

おります。

そこで、これまでも取り組んできておられま

すセーフティネット事業での対応状況はどの

ようになっているのか。また、飼料のコスト削

減にどのように取り組まれているのか。さらに、

使用量低減に資する機器導入支援について、ど

のような機器があり、どのような効果が期待で

きるのか。以上、3点を踏まえ、燃油、肥料、
飼料、それぞれの価格高騰対策の状況について

お尋ねいたします。

【綾香農林部長】 まず、燃油の高騰対策とし

て、県では、昨年来、国の施設園芸セーフティ

ネット構築事業への加入を推進し、燃油高騰の

影響が大きい生産者の95％が加入していると
ころです。

肥料の高騰対策としては、生産者に対して、

土壌診断による無駄のない施肥や、地域資源で

ある堆肥の活用などを進めております。

さらに、6月補正追加予算として、重油暖房

機より暖房費が約2割低減できるヒートポンプ
や、施肥量を3割低減できるうね内部分施肥機
等の機器導入の支援について提案をさせてい

ただいているところです。

また、家畜の餌である飼料の高騰対策として

は、飼料用米やＷＣＳ用稲など国産飼料作物の

生産拡大や、エコフィードの利活用など配合飼

料の節減対策を推進しております。

加えて、6月補正追加予算として、セーフテ
ィネットである配合飼料価格安定制度におい

て、生産者積立金が1トン当たり200円引き上げ
られたことから、その増加分の支援等について

も提案をさせていただいたところです。

今後とも、県内の農業者が営農を継続できる

よう、関係機関と連携してしっかり対応してま

いります。

【中島(浩)委員】これからの夏場はそこまでな
いんでしょうけれども、冬場になって気温が下

がってきますと、非常に燃油も多量に使われる

と思うんです。そうなってくると余計圧迫して

くる。

さらに酪農におきましては、野菜なんかは市

場で価格が変動して高くなったり安くなった

りとかあるんですけれども、例えば牛乳や乳製

品については、そこまで極端に値上がりはしな

いという状況の中で、特に、飼料が高くなれば

なるほど経営を圧迫する、長期化すればするほ

ど経営が厳しくなってくるのかなと。後継者を

考えていらっしゃる方も、行く先がわからない

状況なので、どうしようかという方もいらっし

ゃいます。

そういう意味では、やはり冬場もそうなんで

すけれども、長期的な切れ目のない、こういっ

た施策を今後も続けていただきたいと思って

いるんですけれども、その辺はどうお考えでし
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ょうか。

【綾香農林部長】 酪農、養鶏、それから燃油

をたいておられる施設園芸の農家の皆様等か

らも、切実な声が私どものところにも届いてお

りますし、各農業団体、関連団体の皆様からも、

ぜひ対策を打っていただかないと経営そのも

のへの影響が大きいと、継続できないという切

実な声もお寄せいただいております。

私ども県としても、国の方にもしっかり要望

するとともに、県としてできることを、農家の

皆様の経営の継続につながるようなことをし

っかり考えながら、その都度、その都度、必要

な対策を検討し、県議会の皆様にお諮りしなが

ら対策を講じてまいりたいと考えております。

今後もよろしくお願いいたします。

【中島(浩)委員】業種によって平均の収益の状
況というのは、恐らく調査でわかると思います

ので、その辺のデータをしっかりそろえていた

だいて、こういう状況なんですよということで、

ぜひ国の方に、厳しい状況だということを理解

していただいて、これ以上の施策ができるよう

であれば、ぜひお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

5、ながさき農産物輸出促進事業について。
（1）新たな輸出ルート開拓の推進について。
これまでは、東京、大阪、福岡等の市場を通

じて輸出が行われているとお聞きしました。こ

れまで、どの国を主体に、どの程度の輸出実績

があるのか、まず質問させていただきます。

【綾香農林部長】 本県農産物の輸出について

は、県外の流通事業者と連携した海外での長崎

フェアの開催などの輸出拡大対策に取り組ん

だ結果、令和3年度の農作物の輸出額は約6億
2,000万円で、このうち約7割は香港向けであり、
鶏卵、いちご、牛肉、びわ等を中心に輸出され

ている現状にございます。

【中島(浩)委員】 香港が多いということで、香
港は過去から制限なしに、検疫も割と易しい形

で受け入れていらっしゃると。香港からまた他

の国へ、輸入したものを輸出する経路もあるみ

たいだと聞いております。

そういった中で、本県の高品質の農産物を海

外に認めてもらうために、安定した輸出ルート

を確保して市場拡大を進めていただきたいと

思っております。

これまでは、東京、大阪、福岡等の市場を通

じて輸出が行われていて、この事業で新たに県

内事業者によることを考えていらっしゃって、

シンガポール、マレーシアにおける輸出ルート

の開拓を推進されるとお聞きしておりますが、

どのような取組を考えていらっしゃるのか。ま

た、アメリカへの輸出の可能性調査にどのよう

に取り組まれるのか。このことを踏まえ輸出拡

大に向けた取組についてお尋ねいたします。

【綾香農林部長】 今後は、さらなる輸出の拡

大に向け、動植物検疫等の輸出の障壁が低く、

ＧＤＰが高いシンガポールとマレーシアに対

しまして、県内市場からの新たな輸出ルートを

開拓するため、県内の流通事業者等と連携をし

まして、現地における商談の実施などに取り組

んでまいります。

また、アメリカへの輸出可能性調査について

は、本県の主要な輸出品目であるいちごやみか

んなどの青果物が定期的な輸出につながって

いないことから、市場ニーズや物流ルート等、

今後の輸出に向けた調査を実施することとし

ております。

今後とも、農業者の所得向上につながる輸出

拡大に取り組んでまいります。

【中島(浩)委員】ここで一つ心配されますのが、



令和４年６月定例会・予算決算委員会（総括質疑）（６月１７日）

- 14 -

これまでは、例えば首都圏の市場を通して、市

場の方で勝手に振り分けをやっていただいて

いたと。今回、県内事業者となると、ここで一

定、商社なんかも絡むんですかね、これは。

【綾香農林部長】 先ほど委員がおっしゃった

とおり、これまで東京、大阪、福岡等の市場か

ら、その地区の仲卸を通じて国外に輸出をして

いるのがメインでございましたけれども、今回、

県内の市場、それから県内の仲卸事業者等とし

っかり連携をしまして、県内からそのまま海外

へ輸出をするルートを開拓したいと考えてお

ります。その際には生産者、産地もぜひ県内の

流通業者と連携して、まず国内での商談、それ

から国外へも、県内の生産者等も一緒になって

売り込みをかけてまいりたいと考えておりま

す。

【中島(浩)委員】 こういった取組になれば、生
産者の方は、結局のところ、国内なのか海外な

のかとあんまり認識がない状況で出されてい

たわけですから、今回は明らかに海外に出す目

的で出されると、パッケージの関係とか、そう

いうのもちょっと違ってくるのかと、向こうに

合わせた形とかですね。そういうことも必要に

なってくると思いますので、ぜひそういったこ

とを含めて取り組んでいただきたいと思いま

す。

6、（新）建設業における担い手確保加速化
事業について。

（1）担い手、企業への取組について。
先ほど宅島委員からも質問がありまして、な

り手不足もありということでございました。後

継者について将来的になかなか難しい会社が

あったり、技術者がなかなか確保できないとい

うことで定年を65歳から70歳ぐらいまで延ば
されている事業者もいらっしゃるようでござ

いまして、そういった中で担い手に向けた取組

としてどのような魅力発信を行っていかれる

のか。

また、工業高校から始め、普通高校において

も、これまでの取組状況と今後の取組について

お伺いいたします。

【奥田土木部長】 これまで工業高校の生徒な

どを中心に、将来の働く姿を想像できる現場見

学会や、卒業生による講話等を実施し、地域を

つくる・まもるという建設業のやりがいと使命

感を伝えることで、県内の建設業への関心を持

ってもらえるよう積極的に取組を実施してま

いりました。

今年度は、これらの取組に加え、県内建設業

の魅力や就職情報発信の総合窓口となる就職

ポータルサイトを設置し、県内企業の先進的な

取組や若手技術者のインタビュー記事などを

紹介することとしています。

また、精度の高いターゲッティングが可能な

ＳＮＳ広告等を活用し、就職を検討している若

者や、その保護者をこのポータルサイトへ導き、

より効果的に県内建設業の魅力発信を行って

まいります。

【中島(浩)委員】私の地元の中学生を対象に職
場体験で、2日ぐらいですか、建設業に行かれ
る方もいらっしゃいます。そういった地元の企

業に触れ合うことによって、可能性としては、

地元に残って建設業に入ろうかという方も出

てくるんじゃないかと期待もしているんです。

ぜひ高校におきましても、そういった職場体

験みたいな形で、地元の事業者、建設業もです

けれども、いろんな業種があると思うので、そ

ういった形で取り組める事業をぜひやってい

ただきたいと思っております。

現状、Ｕターン者や転職をなさる方が、地元
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に帰ってきて建設業に就業されるケースを私

は非常に多く見かけるわけなんです。そういっ

た方に対しても取組をやっていただきたいと

いう思いもございます。

こういった状況の中で、企業向けにおいては、

どのような内容のセミナーを開催されるのか、

お伺いいたします。

【奥田土木部長】 建設業の担い手を確保する

ためには、旧来の3Ｋイメージを払拭し、誰も
が働きやすい、そして希望を持てる、成長の可

能性を秘めた業界であることを若い世代に示

す必要があると考えています。

そのためには、就労環境の改善や建設現場の

デジタル革命など、従来とは異なる仕事の進め

方をする将来の世界感を経営者と共有するこ

とが重要だと考えています。

そこで、建設業の喫緊の課題である働き方改

革、生産性向上などをテーマとした経営者向け

セミナーを開催し、先進的な取組を行っている

県内外の建設企業を講師に迎え、省力化や労働

時間の短縮につながる事例等の紹介を通じて、

業界の経営スタイルの変革を図っていきたい

と考えています。

【中島(浩)委員】 経営スタイルの変革が、今後
非常に大事だと思っております。企業イメージ

もそうなんですけれども、3Ｋは、最近は大分
解消されてきたのかなと端から見ると思いま

す。そして、企業向けのそういったこともそう

ですし、特に公共事業におきましては、行政側

がある程度後押しできるような体制をつくっ

ていただきたいと思っているんです。

今、国交省もそうですけれども、県におかれ

ましても、土日・祝日の工事の完全休日等対応

されているとお伺いしました。そのほかに業態

を、イメージもそうですけれども、経営の中身

も変えていただけるような取組を、ぜひ今後も

お願いしたいと思うんですが、そういった今後

の取組についてお伺いします。

【奥田土木部長】 建設業は、他産業に比べ年

間総労働時間が長く、また休日も少ない現状に

あり、建設業の魅力向上につながる就労環境改

善のためには、公共工事を通じた行政側の取組

が重要であると認識しています。

このため県では、公共工事における週休二日

の推進を目的として、災害復旧工事等を除き4
週8休の工期設定を標準とした工事発注を行い、
一定の成果が表れています。

また、厳しい作業環境下に置かれている建設

現場の就労環境改善には、省力化や安全性の確

保も重要であると考えており、公共工事におい

てドローンによる測量や自動制御された建設

機械を導入・活用するなど、建設現場へのＩＣ

Ｔ技術の導入を今後も積極的に推進してまい

ります。

建設業の担い手確保には就労環境の改善が

重要であり、新しい担い手3法の趣旨を踏まえ、
官民一体となって取組を進めてまいります。

【中島(浩)委員】 特に土日・祝日の工事の完全
休日となると工期の問題が出てきまして、例え

ば生コン打設なんかは炎天下とか雨の日は打

てないわけです。こういった工期的なものもし

っかりと含めた上での工事の発注のやり方。

農林部もそうなんです。基盤整備なんかは泥

を扱う仕事ですから、極端な大雨が降ってしま

うとしばらく工事ができないので、この土日と

いうのが入ってくると、全くお手上げ状態とい

うのは今後想像できますので、その辺の期間的

なものもしっかりと考慮した上で、ぜひそうい

った取組をなさっていただければと思ってお

ります。
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以上でございます。

【松本委員長】 浅田委員。

【浅田委員】 自由民主党、長崎市選出、浅田

ますみでございます。

30分の予定でしたが、同僚議員のご配慮によ
り、時間をたっぷりといただきましたので、ゆ

っくり、いろいろと質問をさせていただければ

と存じます。

1、予算編成における知事の新たな視点につ
いて。

今回の予算は、3つの柱、「全世代の暮らし
を安全・安心で豊かにする施策」、「チャレン

ジし成長し続ける施策」、そして「選ばれる長

崎県を県民と一緒につくる施策」、この3つを
掲げ、それを基に新しい長崎県づくりをしてい

く、そのようなお考えかと思います。

ここには新しい視点、世代交代、様々な観点

が含まれていると思い、私も、予算編成を見る

前に非常にわくわくとしておりました。そんな

中で、この予算全体を見た時に感じた流れから、

3つの柱の中から質問をさせていただければと
思います。

（1）介護職員の処遇改善支援について。
これは、全世代の暮らしを安全・安心で豊か

にする施策の一つに含まれており、金額的には

400万円というものでした。それはなぜかとい
うと、軽費老人ホームの職員の処遇改善支援と

いうことで、これまでも当初予算などにおきま

して、長崎県内の3,000事業所に関しましては、
ほぼ介護職員の方々は9,000円ほど処遇が改善
されたというふうになっております。

知事自身は公約の中で医療、福祉、介護の充

実と人材確保というのを掲げておられました。

知事にとっての介護の人材の充実、そして人材

確保というものが、そもそもどのようなお考え

なのかをお聞かせください。

【大石知事】 本県は、全国に比べて高齢化が

進行しております。介護サービスの基盤を支え

ていく人材の確保対策は大変重要だというふ

うに思います。

一方、昨年度のハローワークの有効求人倍率

では、全職業の1.1倍に対し、介護サービスでは
2.63倍と高くなっておりまして、各事業所にと
って大変厳しい状況が続いていると認識をし

ています。

介護職員の処遇改善に当たっては積極的に

支援することとしまして、特養などの介護施設

職員の処遇改善について当初予算で計上した

ほか、今回の補正予算で軽費老人ホームの職員

分も予算を計上したところでございます。

このほか、介護人材の確保については、新た

な人材確保のための参入促進と人材定着を図

るための職場環境改善の2本柱で進めていく必
要があると考えております。

参入促進については、若い職員の確保のため

の地元の高校生などの新卒者対策に力を入れ

るとともに、国内人材を補完するものとして外

国人材の活用も進めてまいりたいと思います。

職場環境改善については、業務負担軽減のた

めの介護ロボット、ＩＣＴの導入のほか、人材

育成や労働環境の改善に積極的な事業所を支

援してまいりたいと思います。

こうした取組については、現場の事業所の皆

様のご意見なども参考に、改善を図りながら、

介護人材の確保につながるよう推進していき

たいというふうに考えています。

【浅田委員】 今、知事から、長崎県の現状と

いうものをお話しいただきました。確かに、長

崎県は、他県に比べましても本当に人口減少が

著しく、そして高齢化が進んでおります。また、
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離島・半島を抱え、この長崎市におきましては

本当に急斜面の地域が多く、非常に苦労をして

いる介護の方々がたくさん見受けられます。

そして、実態として、県内の事業者の方に聞

き取りをしていただいたところ、これだけ県が

様々な政策をしていると言っても、65％の方々
が、まだ不足感があると、非常にここはゆゆし

き問題だと思っておりますし、長崎県は、2025
年までに2,078人が不足すると言われています。
その中で知事は、どのようにやって、先ほど

から国の予算とかを言っていましたけれども、

本当にこの3年間の中で2,000人以上不足して
いるところを埋められるのかどうなのか、実態

としてどのようにするおつもりなのか、併せて

お伺いいたします。

【大石知事】 介護人材対策の予算については、

主に地域医療介護総合確保基金を財源とされ

ることが多く、本県においては約1億9,000万円
を確保しております。

また、他県においては、同基金の4割程度を
介護ロボット導入費が占めている現状でござ

いますが、本県では、介護ロボット導入費は新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を用いておりまして、約2億2,000万円を確
保しているところでございます。

さらに、介護につきましては、本年度におい

ても、基金及び地方創生臨時交付金以外の予算

においても約4,000万円を計上していることか
ら、今年度活用可能な予算としては総額約4億
5,000万円となります。
私としましては、この予算が有効に活用され

ているか、現場の声もお聞きしながら事業効果

を検証していくことが重要であり、今後は、よ

り効果的な施策を推進していきたいというふ

うに考えています。

その上で、必要な予算についてはしっかりと

確保し、事業者の皆様が必要とする人材確保、

介護人材の確保ができるよう取り組んでまい

りたいと思います。

【浅田委員】 国の予算を活用しながら長崎県

はやられているということのご説明があった

かと思います。確かに、小さな細かな施策を見

ると34事業ぐらいあるんですね。しかしながら、
実態として不足をしていると。3年間で2,000人
を埋めなければ不足と言われている。

先ほど知事は、介護ロボットを導入している

からということをおっしゃいました。介護ロボ

ットを入れれば、それでいいのかという問題だ

と思うんです。実態は今、国の方でも若干問題

にもなっておりますが、介護ロボットを入れる

ことによって、今の配置基準は3対1なんです。
それを4対1にしていいんじゃないかという声
が上がっております。

しかしながら、現場の声を聞いたことがあり

ますか、知事自身が。3対1でも非常に不足感が
あるという声が本当に多いんです。

そこを考えると、知事自身の公約の中で、介

護の充実、人材確保ということをおっしゃって

います。国の予算を使ったからではなくて、し

っかりとここは声を聞いて、長崎モデルをつく

るんだぐらいの意気込みがあってもよろしい

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。

【大石知事】 委員ご指摘のとおり、しっかり

と確保に努めていくことが、まず重要だと思い

ますので、現場の声を聞きながら、我々がやっ

ている予算がしっかり活用されているという

ことを検証しながら、確保に努めていきたいと

思います。

【浅田委員】 私がなんでこんなにしつこく聞

くかというと、知事自身が、知事になろうとし
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たきっかけというのが、在宅医療をなさってい

たというふうにお伺いしています。そして、厚

労省出身だともおっしゃっています。

在宅医療は、どれぐらいのご経験、何年ぐら

いやられていたんですか。

【松本委員長】 予算に関する質問ですか。

【浅田委員】 いや、これは大事なことです。

【大石知事】 正確に、期間ははっきりとは分

かりません。

【浅田委員】 なぜ予算に必要かというと、ど

れだけのことを在宅医療で経験しているか、そ

れを考えたら、今後、長崎県独自での予算とい

うものにしっかり反映できるからということ

で、委員長、私は聞かせていただいていること

をご理解いただきたいです。

今から現場の方の声を聞くのではなくて、在

宅医療を経験していたのであれば、介護の方、

看護の方の声をそこでしっかり聞いていたは

ずなんです。

それを踏まえて、離島を抱えている、この長

崎市は急斜面がある。そうしたら、どういった、

どれだけの人材が必要なのかということが、身

をもって経験をした方であるから、それが予算

に出てくるのではないか。そして国へも、もっ

ともっと要望していただけるのではないかと

いうような思いで、繰り返し、お聞かせいただ

きました。

県の中での福祉に対しての県独自の予算も

アップしていただきたいですし、国への声をも

っともっと上げてほしいと思いますが、いかが

でしょうか。

【大石知事】 まず、福祉、介護にかける思い

というものは私も強くありますので、委員のご

意見も踏まえて、引き続きしっかりと取り組ん

でいきたいと思います。

その中で県の役割としまして、介護、福祉の

みならず、ほかの分野もございますので、全体

的なバランスというところもしっかりと見極

めながら、限られた自主財源をしっかりと県民

の皆様のために活用できるよう、私自身の経験

も生かしながら、また、各地域の実情もござい

ますので、県内の意見もしっかりと聞きながら、

今後の県政をしっかりと進めていきたいと思

います。

【浅田委員】 覚悟をもって挑んでいただける

ものと存じます。

これまでも長崎県は、独自に「介護のしごと

魅力伝道師」という方々にご協力をいただいて、

45校、2,600人に対して介護の仕事というもの
をお話しいただいています。その中で、聞く前

と聞いた後で、23％の方が介護に興味を持って
くれた、そのような実態もあります。

そういうふうなこつこつとした積み上げ、若

い方々にもそうですし、復職をしていただくた

めのそういったご努力も県独自のものをぜひ

とも見せていただければと願って、次の質問へ

移らせていただきます。

（2）（新）子育て世帯などへの住まいの供
給促進について。

住まいの変「長崎よかにゃんＨＯＵＳＥ」整

備推進事業、これが約1億2,000万円ほど今回掲
げられております。これは人口減少抑制に寄与

する、そして長崎型住宅のブランド化を支援す

るという下に、知事自身が、新子育て世帯など

への住まいの提供促進ということで掲げてお

ります。これが約1億400万円ほどになっており
ます。

人口減少対策に対しても、新しい視点でとか

発想で取り組むと常々おっしゃっていますけ

れども、この事業、まず、どこが新しい視点、
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発想であるのか、そこを教えていただければと

思います。

【大石知事】 これまで県では、市町と連携を

して、空き公舎を移住者向けにお試し住宅とし

て活用するなどの取組を行ってきたところで

ございますが、本事業は、民間事業者が県の空

き公舎などを一括して借り上げた後、自らの事

業計画によって管理、運営する、そこの点にお

きましても、これまでにはない新しい取組であ

ると考えております。

【浅田委員】 県が一事業者に借上げていただ

く、ここが新しい視点であるということなので

しょうか。

市町でも同等の事業があるのではないかな

と思ったんですが、まず、こうやって住まいを

与えることは、人口減少の抑制に寄与すると知

事自身はお考えですか。

【大石知事】 子育て世帯が理想とする数の子

どもを持たない理由には、子育て費用の負担増

であったり、そのほかにも住宅の狭さが挙げら

れております。本県では、子育て世帯などのニ

ーズに合った住まいの供給が進んでいない現

状がございます。

一方、県内では、市場に出回っていない官民

が持つ空きストックがございます。その有効活

用が重要であるというふうに思います。

このため、本年度はまず、県の空き公舎を改

修して賃貸住宅として提供する取組を行って、

空きストックを活用した賃貸住宅の供給モデ

ルを構築することとしたところでございます。

今後、民間でも類似する取組が広がって、子

育て世帯向けの住宅供給が促進することで、出

生率の向上に寄与することを期待していると

ころでございます。

【浅田委員】 まあ住宅、狭いところでという

ことで、こういった住まいを提供することが寄

与するのではないかという知事のお考えかと

思います。

ただ、私が、これ本当に新しいかなと思った

のが、県の空き公舎、佐世保と長崎、32戸なん
です。32世帯に対して、約40平米の2ＤＫの公
舎をリノベーションする。この3分の2を県が持
って、3分の1を事業者にということ。そして、
1戸当たりの補助金の上限300万円でリノベー
ションをしていただく事業だというふうにお

伺いをしております。そして、4,000万円が公
舎の修理に使われるということなんですが、そ

もそも、この業者自体、32戸の業者は1者を限
定して、これをリノベーションしていただくと

いうふうにお考えかどうか教えてください。

【奥田土木部長】 今後、どのような形で、ど

のように民間事業者を選んでいくかというこ

とについては、詳細は今後、検討してまいりた

いと思っております。

【浅田委員】 詳細は今後ということで、民間

の方の負担もこの事業はあるわけですけれど

も、1者選定がいいのかどうか。
また、この32戸に関して、子育て世帯、若者、
いろんな方々もというふうに思っております

けれども、どうやってくくりをつけて、何年間

ぐらいお貸しをするのか。例えば移住者の方々

のスタートアップ的な感じでお貸しするのと、

いろいろ違ってくると思うんです。

税金を投入する事業でございますので、その

あたりもしっかり吟味していただければとい

うふうに考えております。

私だったら、1者限定にしないで、例えばリ
ノベーション自体もコンペにして、いろんな

方々に参画、参入をしていただくことによって、

若い、これからの世代の建築に関わる方々、イ
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ンテリアに関わる方々も育てることになると

思うんです。そういう意味においては、コンペ

とかをすることによって、移住者が違ったとこ

ろの地域内での行き来が増えたりとか、交流人

口が増えたりとかいたしますので、1者限定だ
けにこだわるのではなくて、そこにぜひとも知

事、私は新しい視点を入れていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

【大石知事】 ご意見としてしっかりと承って、

今後の事業の検討をしっかりと進めていきた

いと思います。

【浅田委員】 今、知事の方から、今後の事業

でありますので、いろんなことを含んでご検討

いただけるということですので、新しい発想が

ここにも含まれますことを、またさらに期待を

させていただいて、次の質問へと移ります。

（3）（拡）デジタル戦略補佐監、デジタル
コーディネータ―配置について。

続いて、チャレンジし続ける施策の一つにな

ろうかと思います。これは、知事が一番力を入

れていくのではないかと思われますデジタル

化やＤＸ促進。これは拡充でありますが、事業

費としましてはデジタル戦略補佐監、そしてデ

ジタルコーディネーターの配置ということで

1,500万円が計上されております。
この事業自体は、デジタル関連施策の充実、

県民サービスの向上とか庁内の効率化を高め

るため、そういったものがあろうかと思います。

私自身も、このＤＸの促進に関しては、民間

登用が重要であるというふうにずっと言って

おりましたし、できればＣＤＯも設置していた

だきたいということを、3年半ぐらい前からず
っと、この問題に関してはお話をしています。

そんな中で知事自身が、この補佐監3名、そ
してコーディネーター6名を新設しようと思っ

た思いと、それをどのように県へ反映しようと

思っているのか、お聞かせください。

【大石知事】 人口減少や少子・高齢化の進行

などの課題に対応して、県民の安全・安心で快

適な生活を実現するためには、デジタル化やＤ

Ｘをさらに加速化させていく必要があるとい

うふうに考えています。

そのため今回、私をトップに幹部職員で構成

するデジタルミーティングを新たに設け、施策

の方向性などを検討することとしております

が、技術革新が急速に進展する中、一歩先を見

据えた施策を構築するには、専門性の高い民間

人材の知見を活用させていただくことが必要

だと考え、デジタル戦略補佐監を登用すること

といたしました。

さらに、各部局における個別の事業に関して

は、各分野のデジタル技術に精通した民間人材

をデジタルコーディネーターとして登用しま

して、助言等をいただくことで事業の実効性を

より高めてまいりたいと考えています。

こうした新たな仕組みを導入しまして、本県

におけるデジタル化やＤＸを強力に推進する

ことで、県民の質の高い生活を実現するととも

に、産業振興や地域活性化を図ってまいりたい

というふうに考えています。

【浅田委員】 県民の生活、そして庁内、いろ

んなことを含んで、この方たちを配置なさると、

新しく、知事がデジタルミーティングのトップ

に就かれるという認識でよろしいんですね。知

事が、しっかりとこのＤＸを進めていくという

ことで、デジタルミーティングのトップには知

事が就かれると。

これまでも長崎県は、令和2年から約700万円
かけて、デジタルアドバイザーという方々に就

いていただいて、「ながさきSociety5.0推進プ
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ラン」、そういったところに助言をいただいた

り、人材育成のアドバイスをいただいたりとい

うようなことでやってきたと、そのようにお伺

いをしているんですが、この方は週に3日半程
度、長崎県で働いていました。

先ほどの9名は、1,500万円でどのような勤務
体制で、どこまで深く長崎県に入り込んで助言

をいただけるのか、そこがちょっと私としては

不安だったんですけれども、そこはいかがでし

ょうか。

【浦企画部長】 今お話がございました、今回

の補正予算約1,500万円計上させていただいて
おります。デジタル戦略補佐監3名、デジタル
コーディネーターとして6名、計9名の民間有識
者の活動に要する経費を計上させていただい

ております。

活動の形態といたしましては、デジタル戦略

補佐監は、先ほど知事から申し上げましたデジ

タルミーティングの場におきまして、おおむね

月に1回、デジタルミーティングの場に参加を
いただきたいと思っております。その場で各種、

民間含め様々な最新のデジタル関係の情報等

も提供いただく、あるいは県からの相談に対し

まして、これからのデジタル施策の方向性等に

ついてご助言をいただく、そういったことを考

えております。

また、各部局長や関係課・室長との意見交換、

情報共有等もやっていただきたいと考えてお

りまして、これにつきましてはおおむね月2回
のご参加をいただきたいと考えております。

また、デジタルコーディネーターにつきまし

ては、月4回程度の活動を想定しております。
これは各分野、各部局のそれぞれのこれからの

事業によって、サポートいただきます内容とか

方法、それから頻度、こういったものも異なっ

てくると思いますので、これからの状況に応じ

まして、そこは柔軟に対応させていただきたい

と考えております。

【浅田委員】 わかりました。その点はわかっ

たんですが、まず、この方たちはどういう基準

で選ばれるんですか。

【浦企画部長】 デジタル戦略補佐監につきま

しては、デジタル分野の、できれば民間の大手

の事業者の方、そういった方々の中から個別に

ご相談して選ばせていただきたいと思ってお

ります。

一方、コーディネーターにつきましては、幅

広く各分野の施策に関することになってまい

りますので、広く全国に公募をする形で適任の

方を選任していくというふうに考えておりま

す。

【浅田委員】 幅広く全国から、いろんな方々

を呼んで、この長崎のＤＸをより促進をすると

いうことかと思います。

こういったやり方は今、全国でいろんなとこ

ろが、神奈川県とか愛媛県とか、先駆けている

のではないかと感じているんですが、知事自身

も公約の中で、長崎県版デジタル社会の実現、

他県に先駆けた推進をしていきたいというふ

うなことを掲げておられました。

ＤＸ推進というのは、別に目的ではなくて手

段、その途中段階だと思うんですけれども、知

事自体は、県民のサービスを向上させたいとか、

そういうお言葉をおっしゃっていましたけど、

もっと具体的なお言葉で表せることはありま

すか。

【大石知事】 なかなか個別に具体ということ

は、ここで申し上げることはできませんが、や

はり長崎県は他県と違って離島、また中山間地

域が多くございますので、そういった中で少
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子・高齢化、人口減少が進んでいると、そうい

った情勢も踏まえまして、県民に対するサービ

スをしっかりと維持、また改善をしていくとい

う中で、このデジタル化、またはＤＸというも

のをしっかり活用していくというふうな気持

ちで、今後も推進していきたいというふうに思

います。

【浅田委員】 離島を抱えている地理的な不利、

そういったもののカバーもできるのではない

かと期待しておりますし、地方の価値というも

のを、これによってもっともっと高めていく、

それが非常に長崎県においては必要なのでは

ないかなというふうに考えております。

私がこれまでもＣＤＯにこだわってきたの

は、この間の一般質問でもありましたけれども、

ＥＢＰＭとか、そういうエビデンスがあっての

根拠ある施策をしっかり立案していくことが

必要であり、先ほどからおっしゃっているよう

に、各部局間、横断している部局を、そこにあ

る問題解決をすることによってつなげていく、

そこそこにあるデータとかを統括していく。そ

のポジションがＣＤＯでもあり、例えば愛媛県

においては、ＣＤＯを担っている方々が、総合

戦略までしっかりと入り込んでいって、これか

らの未来像を築いていくというところまでや

られています。

知事にとって、このＣＤＯ、そこまで統括し

ていくのはご自身であるという認識なのか、今

後また新たに別途、そういった方々を登用して

いくというようなお考えがあるのかどうか、お

聞かせください。

【大石知事】 仮定の話はなかなかしにくいと

ころだと思いますけれども、しっかりと部局連

携していけるように、組織のあり方も、また、

その連携のあり方自身も継続して考えていき

たいと思います。

【浅田委員】 さまざまな横断ができる方、デ

ータ分析ができる方、いろんな方々を構築しな

がら、しっかりとＤＸ、推進をしていただけれ

ばと思っておりますし、こういうプロフェッシ

ョナルな方を民間から登用するという考えも、

改めてまた考えていただければと思います。

それでは、もう1点、質問をさせていただき
ます。

（4）県庁舎跡地における賑わい、交流の場
の創出について。

これは、選ばれる長崎県を県民と一緒につく

る施策ということで、今回、8,600万円が計上
されております。この大きな理由は工事費だっ

たりするわけなんですが、その中で2,400万円
が暫定供用の運営、調査・検証業務委託という

ことに計上されております。

その前に、知事は、県庁舎跡地についてどう

思っているのか、そこからお聞かせいただけま

すでしょうか。

【大石知事】 県庁舎跡地は、様々な歴史の変

遷を有し、海外との交流により新たな価値を創

造、発信してきた長崎発祥の礎となった場所で

あり、まちなかに位置する貴重な県民の財産で

あるというふうに考えています。

今般取りまとめた基本構想では、賑わいの創

出につながる広場のほか、本県の魅力を体験で

きる情報発信機能を整備するとしており、多く

の県民市民や観光客の皆様に訪れていただき

たいと思います。

また、この地の伝統を受け継ぎ、若者や女性、

ＮＰＯ等の多様な交流や、産学官等の連携によ

るオープンイノベーションを推進する交流支

援機能を整備し、地域の活性化や新たなビジネ

スの創出などを支援することで、県民の皆様が
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チャレンジできる環境を整備してまいりたい

というふうに考えています。

今後、基本構想に基づき広場等の整備を進め、

暫定供用による利用状況等の検証と併せ、効果

的な運営の仕組みづくりについて検討を深め

て、周辺地域はもとより、本県全域に活力をも

たらす利活用に向けて取り組んでまいりたい

というふうに考えています。

【浅田委員】 冒頭の話は、3月の知事の説明と
同じような内容だったかなと思いますので、改

めてお伺いをしたいんですが、知事は、この県

庁舎跡地、そして第三別館をいつ視察をなさっ

て、どこから、どういう角度で、出島とか、い

ろんなここの礎になっているというところを

見て感じていただいたのか、そして第三別館は、

どのような視点でここを視察なさったのかを

教えてください。

【大石知事】 いつ見たかははっきり覚えてお

りませんが、貴重な、重要な施設の一つとして

視察をさせていただきました。

【浅田委員】 中に入って見られましたか、第

三別館は。そして、旧県庁舎の埋め戻されたり

しております石垣とか、あそこの中もしっかり

入っていただいて、ここには何があったんだ、

どういう歴史があったんだ、そういうところま

で感じた上で視察をしていただいたんでしょ

うか。知事にお伺いしています。

【大石知事】まず、視察はさせていただいて、

そこで何があったのかという説明も受けて、し

っかりと、その重要性というものは改めて感じ

たところでございます。

【浅田委員】 どうしても言葉で、そこに歴史

が重層的に重なっていてということだけの机

上論ではなくて、本当に行っていただいてどう

感じたか、第三別館を見ていただいたとするな

らば。ずっとあそこは検討ばかり重ねているん

です。建築物というのは、放置したままにして

いると、どんどん老朽化をしていきます。早く

手を打たなきゃいけないとか、そういったこと

を知事がどのように感じていらっしゃるのか

なと。それが、今後の地域住民の方々との在り

方とか、仕組みづくりとか、予算措置とかに非

常に関わるかと思ったので、先ほどの知事のど

う思っているかの内容が、余りにも同じことを

繰り返されたので、改めて聞かせていただいた

次第でした。

それでは、予算の中でもう少し細かく聞きた

いんですが、基本構想の策定の時にも、2,800
万円の予算で、運営手法とか、そういったもの

も検討していただいております。この検討の違

いというものを教えていただけますか。

【早稲田地域振興部長】 今回、新たに委託業

務ということで予算を計上しております。

前回、令和2年9月までに実施した委託業務に
ついては、跡地の今後の整備や運営の方向性等

を検討するため、民間事業者へのヒアリングや

先進事例等の調査を行いながら、指定管理者制

度や民間活力の導入等の研究を深め、県庁舎跡

地及び県警本部跡地のそれぞれの整備、運営体

制の基本的な整理を行ったところであります。

一方、今回予定する委託業務では、これを基

に取りまとめました県庁舎跡地基本構想案を

推進するため、暫定供用時における地域の方々

等と連携した取組の運営支援やイベント等の

開催に加えまして、そのような実証機会を踏ま

えた今後の整備の在り方や持続的な運営に向

けた仕組みづくりなど、検討を行うこととして

おります。

【浅田委員】 前回とは違って、もっともっと

実態的なものでの予算だということかと思う
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んですが、知事が就任する前、この運営とかを

考えてくださったところは、とにかく大手では

ございました。様々な知見がある企業だったと

思うんですけれども、地域住民にとったら、そ

れは長崎じゃなくても、どこでもその提案はで

きたんじゃないのと、それにこの予算をかける

んですかという声が非常に多かったんです。

私がなぜこだわっているかというと、知事が

知事になる由縁となった事務所は、江戸町にあ

ったわけですよね。江戸町の方々と、そのあた

りのことをもっともっと会話をしていただけ

ればなというふうに感じたので、あの地域にい

たからこそ、どのような声を聞いているのかな

というふうに感じました。

地元の方々からは、実は県の職員さんたちは

すごく頑張って、地域のごみ拾いとかを一緒に

なさってくださって、地域には入り込んでいた

だいているんですけれども、「ここの事業自体

が不透明である」、「自分たちにはよく説明が

ない」というのが、実態の声なんです。

私も江戸町におりますから、それを日々、聞

きます。本来だったら伝えてなければいけない

方々にも話がされていない。何となく行政の中

で推し進められて、決めたもので、「はい、こ

れでオーケーですか」と説明に来られている、

そのような実感があるというふうに言われて

います。

そういう意味において、これから対話を大事

にしたいとおっしゃる知事でもありますし、新

しい視点を入れ込みたい。

この県庁舎跡地については、平成21年と平成
26年に懇話会が2回行われたんです。その時の
懇話会の中身のことをずっと今もおっしゃい

ます。でも、そこから十数年たち、ＤＸ化とか、

様々時代が変わってきている中で、もっともっ

と地域の人の声を聞く、第3回の懇話会とかを
改めて設置をするとか。

今、サポーターズミーティングというのがあ

るんですが、ここは提言などができなくて、意

見を聴取するというような形になっているん

です。

先ほどから知事がおっしゃるように、この場

所が重要な場所である、これから長崎の開かれ

た場所にする必要性があると感じるならば、改

めて提言ができるようなものを設置いただけ

ればなと思うんですが、そこはいかがでしょう

か。

【大石知事】 県庁舎跡地の活用については、

これまでの懇話会や県議会における議論、また、

県民をはじめ関係者からのご意見等を踏まえ

て、「広場」、「情報発信機能」、「交流支援

機能」の3つを主な柱とする基本構想を取りま
とめたところでございます。

今後は、その構想を基に、具体的な機能整備

の在り方について整理を進めていく段階です

ので、それぞれの分野の専門家や、実際に利用

していただく方々など幅広く助言をいただき

ながら検討を進めていきたいと思っておりま

す。

先ほどから委員がおっしゃる地域の声とい

うことは、私も非常に重要だと思いますので、

私自身もしっかりとお話を聞けるように努め

てまいりたいと思います。

【浅田委員】 知事自身が地域の声を聞いてく

ださるというのは、非常にありがたいことでご

ざいます。

その上で、今まで確かに県の中でサポーター

ズミーティングとかをやっていただいていた

んですけれども、「意見は言うけれども、なか

なか反映感を感じない」、「不透明だ」という
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声があるのは事実なんです。

新型コロナウイルス感染症も随分収束をし

てきております。この地域が本当に大事である

ならば、しっかりとした説明会を、個別、個々

にではなくて、ちゃんとした説明会をし、その

場において、様々な県民の意見を徴取していた

だければというふうに感じておりますが、その

あたり、いかがでしょうか。改めて、ここはお

願いをしたいところでございます。

【大石知事】 委員ご指摘のとおり、これまで

コロナ禍ということもあって、集合形式での説

明が難しかったところがあるかと思います。

それも踏まえて、今後、関係皆様方に、この

基本構想を広く説明できるように、機会を設け

ての対応を検討していきたいと思います。

【浅田委員】 知事も、あの場所をずっと通っ

ていたかと思うんですけれども、白い壁にずっ

と囲まれていて、あそこにポスターが貼ってあ

るんですけれども、正直言ってデザイン性とか

に欠けている。長崎に観光客の方が来た時に、

そういったところも見ます。ポスターがよれよ

れになって貼ってあったりするんです。これは

県の方の努力でやっていただいているんです

けれども、そういう目に触れるところです。

そういったところを知事の新しい視点、世代

交代をしたとおっしゃるんだったら、若い世代

感でそこをやっていただきたいと思いますし、

若い世代の方々、若手の青年部の方々、たくさ

んいらっしゃるこの地域住民、江戸町に限らず、

まち周辺の方々の声を聞いて、この場所に取り

返しのつかない建物を建てるのではなくて、本

当に長崎の顔になるような、そういったものを

おつくりいただければということを最後に要

望いたしまして、私の質問とさせていただきま

す。ありがとうございました。

【松本委員長】 午前中の審査は、これにてと

どめ、しばらく休憩いたします。

午後は、1時から再開いたします。

― 午前１１時３４分 休憩 ―

― 午後 １時 ０分 再開 ―

【松本委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、総括質疑を行います。

次に、改革21の質疑を行います。
なお、質疑時間は、答弁を含め30分でありま
す。

山田委員。

【山田委員】 佐世保市・北松浦郡選挙区選出

の山田朋子でございます。

まず、質問に入ります前に、新型コロナウイ

ルス感染症によりお亡くなりになられた方々

に、謹んでお悔やみを申し上げます。

また、罹患された方々をはじめ、感染拡大に

より日常生活に影響を受けておられる全ての

皆様に、心からお見舞いを申し上げます。

さて、大石知事におかれましては、今回の6
月補正予算案は、公約に掲げられた事業を含む

新しい長崎県づくりを見据えた、最初の第一歩

となる予算案であり、県民の皆様方も大いに注

目をし、期待をしている予算案であります。

さきの3月定例会でも申し上げましたが、私
は、県議会議員に当選以来、県民の皆様に寄り

添い、県民の皆様の声に耳を傾け、特に女性や

子ども、社会的弱者の方々をはじめ、声を上げ

ることができない方々の声を県政に届けてま

いりました。

本日は、県民を代表する県議会議員として、

改革21会派を代表しまして誠心誠意、県民の皆
様の声を予算総括質疑としてぶつけてまいり

ますので、大石知事をはじめ関係部局長の明確、
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明瞭なご答弁をお願いいたします。

それでは、通告に従い質問をさせていただき

ます。

1、合計特殊出生率2.0を目指す出産・子育て
支援の展開。

（1）不妊治療について。
知事におかれましては、選挙公約に「合計特

殊出生率2」を掲げ、さらに、子育て支援に関
しては個別に具体的な事業を挙げ、取組を進め

ていくと表明されています。

生殖補助医療については、4月から保険診療
が始まり、保険適用の治療については、これま

で病院ごとに異なっていた治療費が統一をさ

れ、3割の自己負担で治療が受けられるように
なりました。

しかし、治療の組み合わせによっては、昨年

度までの助成制度に比べ、自己負担額が増える

事例もあると伺っております。

また、県内では、生殖補助医療を受診できる

医療機関も少なく、先進医療を受診できる医療

機関は3機関と、さらに少なくなっております。
4月からは生殖補助医療が保険適用となり、

他県では4月から独自の取組を行っていると伺
っております。保険診療の自己負担部分に対し

て助成を行う自治体もあれば、保険診療と組み

合わせて実施される先進医療の部分に対して

助成を行う自治体もあります。

知事は、長崎県で子どもを授かりたいと希望

されている方々に対し、生殖補助医療制度の長

崎県独自施策について、どのような内容で実施

をするのか、お伺いいたします。

【大石知事】 私は、子どもを産み、育てたい

と思っていただける環境づくりに力を注いで

いきたいと考えておりまして、不妊治療につき

ましても、希望する方々が安心して治療を受け

られるよう支援することは重要であるという

ふうに考えています。

不妊治療につきましては、本年4月から生殖
補助医療が保険適用となりまして、医療費負担

の軽減が図られたところでございます。

こうしたことから、県独自の支援制度の検討

に当たっては、保険適用後の状況等を把握する

とともに、他県で行われている施策を調査しな

がら、事業内容等を議論してまいりたいという

ふうに考えております。

【山田委員】 他県の事例とかを調査しながら

という話でありますが、他県においては、4月
から複数の面で、この保険適用に併せてそれぞ

れ、公費負担、保険適用外の全額を補助すると

ころ、組合せ治療を補助するところ、様々ござ

います。

確かにこの不妊治療、とても複雑で、組合せ

等々いろいろあります。しかしながら、せっか

く保険適用になり、多くの方が受けられる機会

も増えたかと思いますが、その反面、今まで長

崎県は、この不妊治療に年間1億円の予算を計
上しておりました。それが、今回の保険適用が

入るということで、今の段階では1億円がゼロ
になっている状況にあるかと思います。

私は、一刻も早く、この不妊治療をされてい

る方、そしてこれからやりたいと思っている

方々に対して、知事は早くに手を打つべきだと

思っておりますが、そのタイミング、どういっ

たタイムスケジュールを考えているか、そして

どのあたりまで行おうと思っているか、その辺

の考えがあるならばお聞かせをいただきたい

と思います。

【大石知事】 先ほども申し上げたとおり、し

っかりと今後検討していくことかとは思いま

すけれども、それに当たっては、保険適用後の
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状況をまずしっかりと把握することだと思い

ます。

また、他県で行われている施策もしっかりと

調査をした上で検討していきたいと思います。

【山田委員】 検討していきたいということで、

必ずやっていただけるものと確信をし、次期9
月定例会を待たずして専決でされても結構で

ございますので、とにかく急ぎで、スピード感

をもって対応いただきたいことと、また、この

助成制度を新設するに当たっては、支援対象を

年度当初にさかのぼって支援をいただきたい

ことも強くご要望を申し上げます。

（2）子育て世帯への住まいの供給促進につ
いて。

知事のマニフェストの「合計特殊出生率2」
を目指す出産・子育て支援の展開に向けての施

策の中で、ほかの施策に比べて額が突出してい

る、1億400万円もの予算が計上されております
「長崎よかにゃんＨＯＵＳＥ」整備事業、空き

社宅の変については、子育て世帯と若者向け住

宅供給は県内の住宅からの移動となり、人口減

少抑制効果にはつながらないかと私は思って

おりますが、どのように分析をしているのか伺

います。

【奥田土木部長】 国の機関の調査によると、

子育て世帯が理想とする子どもの数を持たな

い理由として、子育て費用の負担増や住宅の狭

さなどが挙げられています。

このため、本事業では、県の空き公舎などを

民間事業者が賃貸住宅へ再生し、子育て世帯な

どに対して、比較的安価で必要な広さを有する

住宅として貸し出すこととしました。

この取組により、空きストックを活用した賃

貸住宅の供給モデルを構築し、そのノウハウを

民間の空き社宅などに活用することで、子育て

世帯などの需要に応えるとともに、出生率の向

上に寄与するものと考えております。

【山田委員】 この事業において、県の支出と

県に入る使用料の収支はどのようになるのか、

また、事業者が県に支払う使用料について、仮

に空き家が出た場合には県の収入はどうなる

のか伺います。

【奥田土木部長】 この事業は、子育て世帯な

どに対し、比較的安価で必要な広さの賃貸住宅

を供給するため、民間事業者が県の空き公舎な

どを改修、再生し貸し出すものです。

県は、民間事業者に対し、国費を活用して改

修工事費の3分の2を補助することとしており、
そのうち55％が県の負担となります。
なお、詳細は今後の検討となりますが、県は

一括して民間事業者に貸出し、空き室の有無に

よらない一定の貸付料とすることで、将来にわ

たり県の収入は確保されるものと考えていま

す。

【山田委員】 大体、県の負担分が4,500万円ぐ
らいだとお聞きをしていたかと思います。2棟
で割ると、それを10年で回収するとして、毎月
250万円とか200万円とか、それぞれ収入を得る
ということで、空き家があろうと、1棟貸しの
収入をもらうから、この公費負担した分に関し

ては取り戻せるという理解でいいかと思うん

ですが、この公有財産を10年後にどういうふう
にしようと思っているかを端的に答えていた

だいていいですか。

【奥田土木部長】 まだ、10年後にどうするか
ということを現時点であらかじめ決めている

わけではございませんが、まず収入、本当に入

ってくるのかということですけれども、仮にこ

れは民間の提案で、幾らで貸付けをするかとい

うことも、これから相手の提案によりけりだと
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思いますが、政策目的である、しっかりと子育

て世帯に入居してもらって子どもを産み育て

ていくという目的が達成されるならば、仮に改

修費が全額回収されるかどうかというのは、そ

の状況によって判断すべきだと思っておりま

すし、10年後、この物件をどうするのかという
ことは、その時の状況を見て、また判断してい

くことになろうかと思います。

【山田委員】 もちろん、この住宅で子育て世

代の方が子どもを2人、3人と産んでいただいた
りすれば、当然人口減少に抑制効果もあるでし

ょう。移住者の方が新しく入ってきてくれて生

活をしてくれれば、そういった効果もあると思

います。おっしゃるように全ての回収がなくと

も、成果が上がれば、私ももちろん問題はない

と思っております。

ただ、それはそうだけれども、税金をかけて

行うものでありますので、しっかりとちゃんと

回収もでき、なおかつ成果も上がるというよう

な事業を事業者の方にも提案をいただいて、そ

の中でよりよい事業を選んでいただきたいと

お願いを申し上げます。

そして、次の展開として、民間の社宅を考え

ていると聞いております。私は、今回は公有財

産でありますので、県の公金を投入して行って、

回収ができて成果が上がれば問題はないと思

っておりますが、一般の企業が持っている社宅

に公金をつぎ込むこと、同じようなスキームで

行うことは、私は、その利益の享受を得られな

い方々、例えば長崎とか佐世保とか都市部、ど

こでそういうのをするかはわかりませんけれ

ども、県内、離島も含めて住んでいる方々、ほ

かの暮らしをしている方々に、公金を使って一

部の社宅の改修工事をしてというのには、なか

なか理解を得られないんじゃないかと思いま

すので、そのあたりは今後、ご検討をいただき

たいと思っております。

2、働きやすい環境づくりの促進。
（1）女性ロールモデル等の情報発信につい

て。

人口減少が進む中で、女性が働きやすい環境

づくりを促進し、女性の活躍を推し進めること

は、本県の活性化において大変重要であると認

識をしております。

今回計上されています女性管理職ロールモ

デルの紹介事業は、地元にも働きやすい職場環

境があることを知っていただくものとして期

待をしておりますが、ロールモデルを紹介する

ことでどのような効果が期待されるのか、伺い

ます。

【貞方県民生活環境部長】 人口減少という本

県の重要課題に対応するためには、女性の活躍

を推進し、経済や社会の活力を維持していくこ

とが重要でございます。

このため本事業では、県内企業で仕事と家庭

を両立し管理職として活躍されている女性の

方々を、情報誌やＳＮＳ等で広く紹介をしたい

と考えております。そのことによって、後に続

く女性の背中を押すことができるのではない

かと思います。

また、女性がキャリア形成できる長崎県と、

そういったイメージの醸成を図ることもでき

るのではないかと考えております。

そして、このような取組を積み重ねることが、

女性の県内就職や就業継続、継続就業などにつ

ながっていくと、そういったことを期待してい

るものでございます。

【山田委員】 まさに今、管理職として活躍す

る女性方の姿を見せることによって、本県が抱

える、若い女性の他県への流出を防ぐという意



令和４年６月定例会・予算決算委員会（総括質疑）（６月１７日）

- 29 -

味では優良な施策ではないかと期待をします。

（2）更年期と仕事の両立支援について。
女性の更年期は、閉経前後の10年間、45歳か

ら55歳までと言われており、働く女性の割合が
高く、そのうち約60％から80％の女性が更年期
症状を感じると言われており、特筆すべき点は、

男性も約20％が経験をするということです。決
して、この更年期、女性特有の問題ではありま

せん。

労働政策研究・研修機構とＮＨＫが行った初

の大規模調査では、更年期症状で働く上で何ら

かのマイナスがあった「更年期ロス」と言われ

る人が、専門家の推計で100万人を超えるとの
調査結果が出ました。また、更年期を理由に離

職した人は、女性で46万人、男性で11万人と大
変厳しい状況にあります。

働く女性が更年期症状を理由に管理職にな

ることを断念したり離職することは、会社にと

って損失であり、引いては社会にとっても大き

な損失となります。女性の継続就業、キャリア

アップのため、更年期症状に関する女性の理解

を促進することが必要です。

県として、女性の更年期症状に関するヘルス

リテラシーの向上のため、どのような啓発を行

っているのか、また、雇用主の理解も重要とな

ってくるので、雇用主への理解促進のためにど

のように取り組んでいくのかを伺います。

【大石知事】 働く女性が抱える更年期などの

健康課題への理解を深めることは、女性のキャ

リア形成や、誰もが働きやすい職場づくりにお

いて重要であるというふうに考えています。

このため県では、男女共同参画推進センター

の広報誌などにより、更年期症状に関する周知

に努めてまいったところです。

今後はさらに、県内企業の女性を対象とした

セミナー等の機会を捉え、更年期症状に関する

知識の普及を図り、必要な場合は適切な受診に

つなげられるように啓発を行ってまいりたい

と思います。

加えて、職場での理解も必要であることから、

経営者向けのセミナーでテーマとして取り上

げたり、企業向けのメルマガで情報発信を行う

など雇用主の理解促進を図り、これらの取組を

通して女性のヘルスリテラシーの向上に努め

てまいりたいと思います。

【山田委員】 労働政策研究・研修機構とＮＨ

Ｋが行ったこの調査の中で、更年期症状につい

て「誰にも相談していない」と答えた人が、女

性で60.8％、男性で47.2％という状況にありま
す。

県においても、各保健所において更年期の相

談対応は行っていただいておりますが、県内の

対象年齢の県民の状況から考えたら、非常に少

ない相談件数となっております。このことから、

相談窓口の周知が不十分であると考えます。

今、社会問題として更年期がクローズアップ

をされている状況を受け、しっかりと必要な県

民に届くように、相談窓口を打ち出していただ

きたいと思います。

県内で更年期の症状があられると思われる

方が、女性で6.5万人、男性で3.5万人、合わせ
て約10万人もの県民の方が、このような症状が
表れている状況にあるかと思われます。

そこで、窓口の充実についての見解を求めま

す。

【田中こども政策局長】 更年期障害に関する

相談窓口については、県立保健所8か所に女性
健康支援センターを設置して、更年期障害等に

関する相談をはじめ、思春期の性、性感染症、

妊娠、避妊などの相談に対し、保健師等による
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来所・電話相談等を実施しております。

更年期障害に関する相談窓口については、現

在、各保健所のホームページに掲載していると

ころですが、今後は、よりわかりやすく、さら

に周知を図るため、関係部局とも連携して広報

を行うなど、相談を希望される方々に相談窓口

の情報が行き届くよう工夫してまいります。

【山田委員】 併せて、40％近くの人が、職場
の誰もが更年期症状や対処法について理解で

きる研修を希望しております。県内企業と接点

が強い産業労働部におかれましては、男女参画

女性活躍推進室が作成している、この更年期に

ついての理解を深めるリーフレットなどの配

布協力を行っていただいたうえで、この4月か
ら厚生労働省も本年度初の実態調査に乗り出

すということを発表されております。

私は、県も先んじてこういった取組、状況に

ついて支援ができるように、企業とも連携いた

だくことを強くご要望申し上げます。

3、県民に寄り添った医療・福祉・介護サー
ビスの充実について。

（1）健康寿命の延伸について。
健康寿命延伸対策として、健康づくりのアプ

リの導入にかかる経費等を含む長崎健康革命

プロジェクト事業費が計上されております。

健康寿命延伸のためには、喫煙率を下げてい

くことが重要であり、新しいキャッチフレーズ、

「はじめる！長崎健康革命」では、取組の柱の

一つに禁煙対策が加えられております。

3月定例会において、県民の皆様に禁煙や受
動喫煙防止に取り組んでいただくためには、県

庁での敷地内禁煙など自ら取り組むべきでは

ないかとお尋ねをしましたが、その後の進捗状

況について、知事の見解をお伺いいたします。

【大石知事】 本県の高齢化がさらに進む中、

県民の健康寿命延伸に向けた取組は極めて重

要であると認識をしております。

その対策の柱として、今年度から新たに禁煙

を加え、喫煙率の減少に向け、取組を強化して

おります。

庁舎内の禁煙及び受動喫煙対策については、

敷地内禁煙の実施に向けて、喫煙する職員への

禁煙支援等に取り組む必要があることから、現

在、庁内関係各課から成るプロジェクトチーム

を立ち上げ、時期や進め方について具体的な協

議を行っているところでございます。

庁舎敷地内の禁煙については、既に全国12県
において実施されております。本県においても、

県民に寄り添い、ともに健康に対する意識を高

めていく上で、県自らが率先して取り組む意義

は極めて大きいというふうに考えています。

【山田委員】 ありがとうございます。

喫煙率が1％以上上がっているのは4県のみ
で、長崎県は2.6％も前回調査から上がっている
という状況にあります。ぜひ、今、知事がご答

弁いただきましたように前に進めていただき

たいとお願いをしたいと思っておりますが、職

員の約2割の方が喫煙をされていらっしゃいま
す。まさに先ほどサポートをすると言っていた

だきましたが、禁煙外来の助成の復活などを含

めて、禁煙をしていこうとされる方のサポート

もしっかりとお願いを申し上げます。

（2）医療的ケア児支援センター（仮称）に
ついて。

令和3年2月定例会の予算総括質疑で、私の医
療的ケア児の実態調査の実施の提案を受け、早

速、昨年度調査を行い、本年3月に結果報告書
を公表いただきました。

調査の結果や支援法の施行を受け、このたび、

医療的ケア児及びその家族などからの各種相
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談に対応する医療的ケア児支援センターを設

置するとのことですが、医療的ケア児及びその

家族に対する支援に関する法律では、基本理念

といたしまして、「医療的ケア児及びその家族

が居住する地域にかかわらず等しく適切な支

援を受けられるようにすることを旨としなけ

ればならない」と記されております。

しかしながら、現実としては、医療的ケアが

必要な子どもに対応する医療機関や障害児福

祉施設といった社会資源は、県内でも地域によ

って偏りがあり、県北地域や離島では特に不足

しているのが現状であります。

このような中、センターを設置することで、

どのように地域での支援を充実させていくの

か、伺います。

【寺原福祉保健部長】 昨年度実施いたしまし

た医療的ケア児に関する調査において、市町別

の人数、障害の程度、必要な医療的ケア、希望

するサービス等、詳細な実態が明らかになりま

した。

県においては、これまで医療的ケア児に対応

できる医師や看護師、医療と福祉の連携に必要

なコーディネーター、痰の吸引など直接支援に

関わる人材を養成するなど、支援体制の整備に

取り組んでまいりました。

今後は、センターを核にして、市町に対し実

態調査の結果をフィードバックするとともに、

医療的ケア児に対応できる訪問医や訪問看護

事業所、通所支援事業所などの情報提供を行う

ことにより、まずは在宅での日中支援に取り組

み、家族等の負担軽減を図ってまいります。

一方、利用希望の多い短期入所については、

24時間の見守り体制の確保や経営上の課題も
あり、参入が進まない状況もあることから、独

立採算がとれるような報酬の見直しについて

国に要望するとともに、他県の先行事例等を収

集し、地域が抱える課題の解決に向け取り組ん

でまいります。

【山田委員】 今、医療の技術の進歩で、新生

児の救命率が過去10年で倍増をしております。
非常に喜ばしいことではありますが、それだけ、

子育てをしていく中で大変な親御さんも、保護

者の方も増えておりますし、子どもたちの本当

に大切な命、今回、1か所目としてこういった
ことをしていただくことは非常にありがたく

思っておりますが、他県においては複数箇所設

置しているところもありますので、まずは1か
所目からのスタートで、ぜひ県内各地にこうい

ったセンターをつくっていただきたいことを

ご要望申し上げます。

4、新型コロナウイルス感染症対策。
（1）保健所業務の負担軽減について。
新型コロナウイルス感染症への対応が長引

く中、その中核を担う保健所は、疫学調査や自

宅療養者の健康観察など様々な業務を担って

いただいております。

これまで保健所の状況についてお尋ねをし

てまいりましたが、今回の第6波については、
感染者の高どまりが継続しており、保健所職員

の時間外勤務も多い状況とお聞きしておりま

す。

保健所の業務負担軽減のため、記者会見にお

いても、疫学調査の重点化や業務の外部委託な

どの見直しについて発言をされたことは承知

をしております。

さらに今回、保健所デジタル化により保健所

の業務負担が軽減されることを期待しており

ますが、どのような内容なのか、伺います。

【寺原福祉保健部長】 保健所デジタル化推進

事業では、国の感染者等情報管理システム、
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HER－SYS（ハーシス）のデータを活用し、公
表資料等を自動作成するツールや疫学調査を

効率化するシステム導入を予定しております。

また、新感染者の状況確認に当たり、これま

では職員が一人ひとりに電話連絡を行ってま

いりましたが、重症化リスクが高い方を除いて

ショートメールによる連絡、ウエブ入力フォー

ムを使った調査に見直すこととしております。

これらに加え、モバイル端末や電子黒板等の

ＩＣＴ環境を整備し保健所のデジタル化を進

め、業務の効率化を図ってまいります。

【山田委員】 保健所のデジタル化が進み、業

務が効率化され、職員の負担が軽減されること

は大変歓迎すべきことだと考えております。

現在、感染者は減少傾向にありますが、再び

増加に転じる可能性もあり、そのような際には

また保健所の業務負担が増えることが考えら

れるのではないかと考えております。

職員に過度な負担をかけず感染者に対応を

続けていくために、現場の意見をしっかりと聞

いていただき、今後も必要な体制づくりを行う

ことが重要だと考えておりますが、どのように

考えているのか、端的にお答えをいただければ

幸いでございます。

【寺原福祉保健部長】 保健所では、新感染者

に対する疫学調査や健康管理などのコロナ対

応が常態化しており、休日対応も含め、コロナ

発生から2年以上を経過してもなお、職員の業
務負担は極めて大きいものとなっております。

コロナ対応における保健所業務については、

これまでも保健所長と定期的な意見交換を行

い、現場の意見を踏まえつつ、疫学調査の重点

化や業務の外部委託等に取り組んでまいりま

した。

また、県の保健所については、市町村合併に

対応するため人員の見直しを行ってまいりま

したが、コロナ発生以降、感染症対応業務に従

事する人員体制の強化に努めてきたところで

あり、今年度は保健師4名を増員しております。
こうした体制強化の取組とともに、今後、デ

ジタル化を推進することにより、災害や鳥イン

フルエンザといった危機管理の対応など、コロ

ナ対策以外の保健所業務の効率化にもつなが

るものと考えております。

現時点において、精神障害者の方への支援や

地域包括ケアシステムなどの通常業務は、コロ

ナ前の7割程度まで回復しておりますが、まだ
まだ保健所の業務負担は大きいものと認識を

しておりますので、引き続き負担軽減に努め、

通常業務との両立を図ってまいります。

【山田委員】 （2）生理の貧困について。
昨年の6月定例会において私が、生理の貧困

についての問題提起を行い、令和4年度当初予
算で、全ての県立学校において生理用品の配布

設置をいただきました。

そこで、一方、私立学校の関係者から、なぜ

私学には配布されないのかという声をお聞き

しております。

コロナ禍に加え、原油高騰、物価高、低所得

者の生活はますます苦しくなっております。県

内の私立学校に通う生徒たちの中にも、生理用

品に困っている生徒がいるはずです。

こうした状況を踏まえ、私学に対して生理の

貧困対策を講じないのか、また、生活に困窮し

ている私立学校の生徒をどのように支援して

いくのか伺います。

【大田総務部長】 県立学校におきましては、

設置者である県教育庁の判断によりまして、既

存の運営費の中で生理用品の配布、設置をして

いるというふうに伺っております。
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一方、私立学校は、ご案内のとおりでありま

すけれども、法人の独自性を尊重することを基

本といたしまして、学校の教育活動の運営費に

ついて、使途を学校の裁量にゆだねた上で一括

して支援をしている状況でございますので、そ

の中で設置者としてご判断をいただくべきも

のというふうに考えております。

また、県としましては、各学校の実情を踏ま

えまして、生理用品の配布、設置に配慮をいた

だきますように、私立学校に働きかけを行って

まいりたいというふうに考えております。

なお、生活困窮する方々への対策という意味

では、授業料の一部軽減という形で、必要な予

算をこの補正予算で計上させていただいて、こ

ういった世帯への支援を行うこととしており

ます。

【山田委員】 保護者負担が私立と公立では

22.3倍違います。一人当たりの教育費の公費の
割合というのも、2.4倍の開きがあります。設置
者責任ということは理解をしておりますが、ぜ

ひとも私立学校にも支援をいただきたいこと

をご要望申し上げます。

5、各種選挙における投票所入場券への性別
の記載について。

有権者に送付される投票所入場券について

は、トランスジェンダーの方々への配慮から、

性別の記載をなくすべきであるということで、

今までも一般質問の中で取り上げてきました。

昨年の衆議院選挙や今年2月の知事選挙では、
県内の市町でまだ性別欄の記載が残っており

ましたが、今回の参議院選挙ではどのような状

況になるのか伺います。

【大塚選挙管理委員会書記長】 県内の市町選

挙管理委員会が発行する投票所入場券の性別

欄の記載につきましては、昨年の衆議院選挙の

時点で5市町、本年2月の知事選挙の時点で3市
町で記載されておりました。

県選挙管理委員会では、各種選挙の際に市町

選挙管理委員会に対して、性別等の記載事項の

必要性や表現について配慮、検討を求めてきた

ところでありますが、今回の参議院選挙では、

県内全ての市町で投票所入場券への男女別の

記載を行わない予定と聞いております。

【山田委員】 今回の参議院選挙において男女

別の記載がなくなったこと、非常にうれしく思

っております。

また、この頃、この選挙に関わって問題にな

っているのが、障害者の方々の投票しやすい環

境づくりということであります。

県選管におかれましては、市町の選管と常々

お話をいただいているかと思いますが、このあ

たりの高齢者の方や障害者の方が投票しやす

い環境、よく人的支援で対応をやっているよう

でありますが、なかなか人的介助までお願いは

できないという現状があるようでありますの

で、ぜひ、そちらのほうも進めていただきたい

ことをお願い申し上げ、終わります。

【松本委員長】 続いて、自由民主党・県民会

議の質疑を行います。

なお、質問時間は、答弁を含め25分でありま
す。

小林委員。

【小林委員】 自由民主党・県民会議、小林克敏

でございます。

今日は知事、この間のような、東京13区のよ
うな話も全くありませんし、きちっと政策で、

あなたと議論をしたいと思っております。いろ

いろ役人が原稿を書いているかもしれませんが、

それはそれとして、あなたの力強い答弁を聞き

たいと、こう願っておりますので、できるとこ
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ろ、できないところはありますけれども、しっ

かり議論をしましょう。わずか25分です。この
間は1時間、25分の辛抱です。よろしくお願いし
ます。

1、令和4年6月補正予算における政策予算に
ついて。

（1）政策的予算総額と予算確保の経緯につ
いて。

さて、今回の6月補正予算の総額は627億円と
なっています。その中で、知事として、新たに

政策的な事業として新規が41件、拡充が46件、
トータル87件の予算が計上されております。
まずお尋ねしたいことは、その予算総額は幾

らになっていますかということ、それから、そ

の財源はどのようにして確保されたのか、まず

お尋ねをします。

【大石知事】 今回の補正予算約627億円のうち、
新規拡充事業は87件、約27億2,700万円であり、
その主な財源は、国庫支出金が約12億円、諸収
入が約2億円、県債約2億円、一般財源約11億円
となっております。

財源の確保に当たっては、令和3年度当初予算
の編成時と同様に、予算要求に際し、政策的経

費を前年度予算比30％減とするなど厳しい財政
状況を踏まえたシーリングを設定したほか、地

方創生推進交付金や田園都市国家構想推進交付

金などの国の有利な財源を最大限に活用し、必

要な事業に財源を振り分けることができたとい

うふうに考えております。

【小林委員】 今の答弁を聞いておりまして、27
億円をどうやって確保したかと、お話のとおり、

まず国庫支出金が12億円、それから諸収入で2億
円、それから県債で2億円、一般財源で11億円、
トータル27億円、これはいわゆる国の制度や予
算のシーリングによって捻出したもの。

私は、他の様々な事業を事業仕分けみたいに

して見直したり、事業の廃止をした、そういう

ものによってある程度確保したのかなと、この

ように思っておりましたが、今言うように国の

制度、そして30％のシーリング等々によって確
保されたというようなことがわかりました。

一方、今回の予算を見ますと、これは非常に

公共事業費が、令和3年度と比較をして、当初予
算ですが、比較してみて、大きく減額している

ように見えるわけでありますが、これは一体ど

ういうような状況か、お尋ねをいたします。

【大石知事】 令和4年6月補正後予算における公
共事業費は約707億円と、令和3年度当初予算と
比較して約182億円の減となっております。これ
は新幹線整備事業費が、本年9月の開業に合わせ
た事業進捗により約131億円減少したことが主
な要因となっております。

また、通常のスケジュールで編成を行った令

和3年度当初予算においては、3月ごろに示され
る国の内示を反映しておりませんでしたが、今

回の補正予算においては、国の内示を反映した

事業費を計上しておりますので、その差額分が

減少の要因となっております。

なお、令和3年度当初予算における国内示後の
事業費と比較しますと、新幹線整備事業費を除

けば、前年度比約54億円増の約675億円となりま
して、県民生活の安全・安心や地域の活性化に

つながる公共事業費について確保をしていると

ころだというふうに認識をしております。

【小林委員】 今の答弁でね。

土木部長はいますか、こんにちは。

この知事の答弁を聞いておりますと、要する

に新幹線の事業が進捗をして131億円の減額と、
このようになっておりますと。令和4年度の予算
は、国の内示額が決定された後の予算となって
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いるので減少しているように見えるが、新幹線

事業費を除いて令和3年度と比較すると、なんと
これが前年度比プラス8.7％、675億円となり、
必要な公共事業費はしっかりと確保しておりま

すと、こういう力強い答弁があったわけであり

ます。

県全体の公共事業でありますけれども、土木

部長、この知事の答弁、公共事業費がこれだけ

675億円、前年比8.7％、こういう状況がしっか
り確保されているかどうか、これは本当ですか、

どうですか、イエスかノーでお答えください。

【奥田土木部長】 イエスです。（笑声）

【小林委員】 知事の答弁は二重丸だと、イエス

ということで、土木部長、ありがとうございま

した。

こういうふうにやりながら、議論は進めてい

かんといかんですね、知事、いいですか。東京

13区はありませんよ、今日は。
【松本委員長】 暫時休憩します。

― 午後 １時３８分 休憩 ―

― 午後 １時３８分 再開 ―

【松本委員長】 再開します。

【小林委員】 さて、私は今回の補正予算を見

て、この辺からちょっと、知事、厳しい話にな

りますけれども、よく聞いておってください。

事実を申し上げます。

（2）令和３年度と比較して減額となった主
な事業とその評価について。

さて、私は、今回の補正予算を見て、もっと

大胆に大石カラーが出てくるのではないかと

考えて、期待をしておりました。

知事選挙を通して、世代交代を強く県民に訴

え、県政刷新を求めた皆様から推されて、大変

失礼だけれども、行政経験もない、あるいは政

治経験もほとんどない。そのうえ、長崎県の全

てのことをほとんどご存じないあなたが、131
万県民のニューリーダーとして就任されたん

です。

ちょうど、あの2月の知事選挙のころ、コロ
ナ対策で、よくよくテレビに出ていた若い大阪

府知事や北海道知事あたりと比べても勝ると

も劣らない、そういう全国最年少の知事として、

県民の皆さん方が、ふるさと長崎県に夢を抱き、

長崎県民であることを誇りに思うような、そん

な大石カラーが前面に出てくるかと率直に期

待していましたが、予算編成後の記者会見では、

大石カラーは2～3割しか出ていないなど、こう
知事自身が語るほど新規性に乏しく、何か前知

事が用意していた事業を焼き直しして、マニフ

ェストを振りかけただけのように見えると言

う人もいます。私も言っています。

知事は、今回の補正予算を編成して、改めて

どのような評価をされているのか、お尋ねをい

たします。

【大石知事】 今回の補正予算の編成に当たっ

ては、長崎県総合計画等に基づくこれまでの取

組を踏まえて、ＵＩターン対策や企業誘致によ

る雇用創出など、着実に成果が表れている施策

については継承しながら、可能な限り、新たな

視点や発想、私の思いを盛り込んだところでご

ざいます。

具体的には、子育て世代のニーズに合った住

宅の供給促進、午前にもありましたが、それや、

ＩＣＴを活用した離島における高度専門診療

体制の整備など県民の暮らしに寄り添う事業

のほか、民間人材の登用によるデジタル化、Ｄ

Ｘの推進、保健所業務のデジタル化、スタート

アップ企業への支援など、時代に即した事業に

新たに取り組むこととしております。
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加えて、県民の皆様との対話を積極的に行い、

県政運営に反映させていくために、「こんな長

崎どかんです会」の事業など、こうした施策を

着実に推進しながら、県勢発展のために全力を

注いでまいりたいと考えています。

【小林委員】 民間人材の登用等による、今答

弁にありましたね、デジタル、この戦略補佐監、

デジタルコーディネーターの配置など、時代が

求めるような、そういう戦略は見えるわけであ

りますけれども、これも費用対効果を考えてみ

ますと、何をさせるのか、何を成果として考え

るのか、そして、いつまでに完成させるのか、

このあたりは明確にしてもらわなければなら

ないと思います。この点については、今日は質

問にせずに要望しておきますので、ぜひともこ

の点については、今申し上げたように費用対効

果、何を求めるのか、どういう結果を出すのか、

この辺のところをぜひ期待して見守っていき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

2、知事選公約を踏まえた人口減少対策と少
子化対策について。

では、次の質問でありますが、知事選挙のあ

なたの公約の最大の目玉は何であったかと。こ

はもう言うまでもなく、誰しもが認める、子育

て支援対策の子ども医療費助成の18歳までの
拡大について、であります。

あなたを広く応援された方々、投票された

方々は、一日も早いその実現を期待されている

と思いますし、あなたの知事選当選の原動力、

あなたが当選されたその原動力は、まさにこの

18歳までの医療費助成の拡大にあったのでは
ないかと私は思っているわけです。

なぜ今回の補正予算に、その18歳までの医療
費助成の拡大、これを盛り込むことができなか

ったのか、盛り込まなかったのか、それについ

てお尋ねします。

【大石知事】 県の施策は、雇用の場の創出や

各種産業の振興、医療・福祉・介護の充実、防

災・減災対策など様々な分野について総合的に

推進していくものと認識をしております。した

がって、県政全般について総合的な観点からし

っかりと事業を構築しつつ、限られた財源の中

で重点施策の充実を図っていくことが必要で

あるところでございます。

今回の補正予算では、こうしたことを踏まえ

つつ、私が公約として掲げた様々な施策のうち、

先に申し上げたスタートアップ企業への支援

など、直ちに実行可能なものを計上したところ

であり、今後、事業効果の早期発現を図るため、

速やかに取組を進めていくこととしておりま

す。

一方で、公約に掲げた子育て支援策について

は、事業主体となる市町との意思疎通を図りな

がら、しっかりと連携をし、検討を進めていく

必要があると考えています。

そのうち出産育児一時金の増額などについ

て、今現在、国において、経済的負担軽減の議

論を進められております。県としましては、こ

うした国の動向を注視しつつ、他県の事例を調

査しながら、市町との協議に向けて、庁内で議

論を進めているところでございます。

今後、しっかりと方向性を見極めながら、実

現に向けて全力を注いでまいりたいと思いま

す。

【小林委員】 今の答弁は、全く私は理解がで

きません。ずっと同僚議員の皆さん方からも、

やっぱり子育てのこういう医療費の助成18歳
まで拡大、これはもう誰しも、やれればやりた

い。それは長崎県の歴代の知事たちも、予算が
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それだけ裏付けされれば、それはやりたいわけ

だよ。また、県民の皆さん方もそれを望んでい

る。あなたはそれを県民に力強く訴えられた。

私は、不幸にしてあなたの演説を聞かなかっ

たけれども、ほとんど聞いた皆さん方は、いわ

ゆるこの出産の一時金の問題と、乳幼児医療費

助成の18歳まで延長の問題だったわけだよ。非
常に皆さん方が期待をされているわけだよ。

ところが、今の話では予算の問題を挙げられ

ている、一つは。市町との協議の話もされてい

る。

じゃあね、知事、この医療費助成を18歳まで
やると幾らの予算がかかるのかというのを、あ

なたは、失礼だがご存じですか。

（発言する者あり）

いや、ちょっと待て。何もあなたに聞いてい

ないじゃないか。

知事に、知っていますかというだけで、知ら

いなら知らないでいいんだよ。

【松本委員長】 知事、答弁できますか。

【大石知事】 質問は、18歳まで医療費を県で
やった場合という理解でよろしいですか。

県負担額が約14.5億円になるかというふう
に聞いております。

【小林委員】 14.5億円と。いや、これはあな
たの目玉の政策なんだから、18歳まで医療費の
助成金をあげた場合に幾らかかりますかと、こ

ういうような質問については、これはもうあな

たが協議をしながら、これから実現しようとさ

れているわけだから、何といっても、あなたが

びしっと我々にきちんと答えを出していただ

かなければいけないと、私はそう思うんです。

ところがね、今、14.5億円と誰が教えたんで
すか。14.5億円というのは、確かに間違いじゃ
ないんです。

今、就学前が7億円かかっているわけです、
ゼロ歳児から就学前まで。小学校1年生になる
まで、これが今、7億円。そして、これからあ
なたの言う18歳までにした時に、あと7.5億円
かかると、トータルして14.5億円と、これが正
式な答えだから、よくあなたも、申し訳ないが、

覚えておっていただきたいと思うんです。

それと、市町と協議をせんといかんですよ、

丁寧に、これはおっしゃるとおり。

ところが、市町に聞いておりますと、あなた

が就任されて3か月たちました。私は、いろん
なところに、市町にいろいろ知り合いがおるか

ら、「乳幼児の18歳拡大についてお話がありま
したか」と聞いてみると、「県からまだ何もあ

りません」と。

あなたは、全てにおいてスピード感、スピー

ド感とおっしゃっているんです。当然です。ス

ピードをもって県政を引っ張って、それから新

世代の、あるいは新しい長崎県をつくると、あ

なたがおっしゃっているわけだから、それをス

ピード感をもってやっていこうとおっしゃっ

ているわけだから、そういう面で、やっぱり早

速やってもらいたいと思うんです。

しかし、あなたがこれをなぜ盛り込めなかっ

たかということについては、予算の問題は、今

回のあなたの新規と、それから拡充で27億
2,700万円、実は確保されたんですよ。今言う
ように18歳まで上げれば7.5億円で済む。27億
円もつくっているんだから、合わせても14.5億
円だけれども、7億5,000万円、できるわけです
よ。やろうと思えばできる。しっかり理事者の

皆さん方と話して、市町の皆さん方と話して前

進していただくように、私は重ねてお願いした

いと思います。

それでね、もう一回、私は知事に訴えたいこ
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とがあります。実はね、知事によく聞いてもら

いたいと思いますがね。

中村前知事が、平成22年の初めての知事選挙
において、乳幼児医療費の助成を償還払いから

県下21市町全部に現物給付を行うと公約し、知
事に当選した後の7か月後、平成22年10月から
公約を実現し、現物給付が始まったことを、私

は当時、県議会議員としておりましたから、よ

く覚えております。あの時は、大村市を除いて

ほとんどの市町が償還払い、こういう状況であ

りました。

そうしますと、償還払いから現物給付に移る

ということは、2分の1の新たな負担が生じるわ
けでありますから、これは市町との調整は、も

のすごく厳しかったと思います。

今、長崎県の21市町で高校生まで医療費助成
を行っているのが9市町、やっていないのが12
市町となっている。

そういうようなことの中から、中村知事は7
か月でこれを実現して、そうして皆さん方から

信頼を勝ち得たわけです。7か月でできたんで
す。あなたはまだ3か月。そういう状況から考
えてみれば、確かに予算の規模がいろいろあり

ますけれども。

そこでやっと田中こども政策局長、あなたの

出番です。

平成22年の10月から現物給付が始まった。そ
の当時の償還払いの時の金額、それから現物給

付になった時の金額、県の一般財源からの持ち

出しがどのくらいになっていますか、そのこと

をお答えください。

【田中こども政策局長】 平成22年10月からの
償還払いから現物給付に変わったことにより、

導入前の平成21年度と導入後の通年で実施い
たしました平成23年度の実績を比較しますと、

約2億5,000万円の増加となっております。
【小林委員】 知事、聞かれましたか。当時、

償還払いでね。

失礼だけど、償還払いというのはご存じです

かな。ちょっと言ってみてよ。

【大石知事】 お支払いをした後に請求をして

お戻しいただくということです。

【小林委員】 ちょっとこれも教えておきます。

どうぞお座りください。

償還払いというのは、自分で手続をせんばい

かんとですよ。病院に行って、医療費の半額の

補助を受けるために自分で申請書を書かんば

いかんわけです。その申請が面倒くさいから、

お金が自分の口座に戻ってくるまでに2～3か
月もかかるし、自分で申請をせんといかんから

償還払いは面倒くさいということで、大村市だ

けが委任払いというのをやっておったんです。

委任というんだから、人に委任して書いてもら

うと、そういうようなすばらしい政策を大村市

は持っておったわけです。

それで、償還払いの時は幾らだったかという

と、大体5億円ぐらいだと。これを現物給付に
したら幾らお金が上積みされたかというと7.5
億円、2.5億円アップしたんだと。
しかし、公約だから絶対にやらなければいか

んという当時の中村知事、あらゆる皆様方のご

協力をいただき、市町はほとんどが現物給付と

いうことをやってなかった、2分の1の補助を自
分たちでまたやらなきゃいかんという状況だ

ったけれども、それを乗り越えてやったと。

こういうことでございますから、その点をひ

とつよくご承知おきいただき、8か月ぐらいで
できたわけだから、あなたは今3か月、あと5か
月ありますよ。もうちょっと新記録をつくった

らいかがでしょうか。ぜひ頑張ってやっていた
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だきたいことをお願いします。

それから、もう一つのあなたの公約でありま

す合計特殊出生率2.0、これは我が会派の中山功
議員が、先般、合計特殊出生率2.0を達成するた
めのロードマップ、行程表をどのように考えて

いるのかとただしたのに対し、あなたは、まず、

総合計画チェンジ＆チャレンジ2025が掲げて
いるところの1.93、これをまず達成したいと。
中山功議員は何と言うたかというと、「もう既

に白旗を揚げたのか」と、こういうようなこと

を言っております。それじゃあ、ちょっとつま

らんということですが。

知事、今、1.60でしょう。出生率は1.60です
よ。これを1.93にするために、また、あなたの
2.0にするために、どれくらいの人数の子どもが
新たに生まれなければ、1.93とか、あるいは2.0
にならないかということは、ご存じですか、ど

うですか。

【大石知事】 あくまで特殊出生率というのは、

いろんなファクターがありますけれども、例え

ば、令和2年度の状況で試算すると、約2,300人
程度の出生数が必要だというふうに伺ってい

ます。

【小林委員】 2,300人ね、それも間違いじゃな
いんじゃないかなと思いますけれども、ただ、

私が、役所の皆様方と関係者に寄っていただい

て、1.60から1.93になるまでには、現状の状態
の中で何名生まれればいいかと、1,800名。そ
れから、あなたの2.0にするためには、現状で大
体2,000人程度と。こうしなければ1.93、ある
いは2.0にならない、そして2030年には2.08。
なかなかね、そういうことを考えていけば、

1,800名、2,000名。しかも1年間に300名から500
名、実は減っているわけでありますから、その

辺のことを考えていくと、正直に言って2.0、こ

れはね、難しい、厳しいと思います。1.93だっ
て難しいかもしれない。しっかり頑張っていた

だくようにお願いして終わりたいと思います。

【松本委員長】 それでは、しばらく休憩いたし

ます。

委員会は、2時10分から再開いたします。

― 午後 １時５８分 休憩 ―

― 午後 ２時１０分 再開 ―

【松本委員長】 委員会を再開いたします。

続いて、公明党の質疑を行います。なお、質

疑時間は、答弁を含め15分であります。
宮本委員。

【宮本委員】 公明党の宮本法広です。

県政推進の一助となるように、15分間にわた
り全力で質問をさせていただきますので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。

1、知事の政治姿勢。
（1）と（2）でございますが、この項目につ
きましては、先ほどあっております小林委員の

質疑と重複する箇所もあるかもしれませんが、

私の視点で質問をさせていただきます。

（1）子どもの医療費助成制度について。
知事の公約である子どもの医療費助成制度

の拡大について、お尋ねをいたします。

現在、本県が行っている乳幼児医療費助成の

対象は未就学児までとなっており、県と市町が

2分の1ずつ負担しております。
県内においては、小学生から中学生までの医

療費を助成している市町が12市町、小学生から
高校生までの医療費を助成している市町が9市
町あります。

そこで、私は、高校生の医療費助成を県が負

担し、県内全域において高校生までの医療費助

成ができるようになればと考えますが、知事の
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見解をお尋ねいたします。

併せて、その際、県の負担となる財源はどの

程度になるのかも含めて、お尋ねをいたします。

【大石知事】 18歳までの医療費助成につきま
しては、事業主体となる市町と意思疎通を図り

ながら、連携をして進めていく必要があるとい

うふうに考えております。

このため、まずは他県の事例を調査しながら、

市町との協議に向けて、県として実施する事業

内容について、庁内で議論を深めているところ

でございます。

また、委員ご提案の内容での所要額でござい

ますが、平成25年度の実績に基づき試算した内
容では、約3.8億円となっております。しかしな
がら、試算当時とは医療費や子どもの数が異な

っていることから、改めて精査する必要がある

というふうに考えています。

いずれにいたしましても、こうした子育て支

援の充実に向けては、事業内容や財源について

庁内でしっかりと検討した後、市町と丁寧に議

論を行いながら進めてまいりたいというふう

に思います。

【宮本委員】知事、ありがとうございました。

医療費助成制度の拡充につきまして、確認をさ

せていただきました。

この取組、この公約につきましては、子ども

をお持ちの多くのご家庭におきましての大き

な願いであり、そして県にとっても大変重要な

取組であることは間違いありません。一日も早

い実現をお願いしたいところでもあります。

しかしながら、先ほど知事の答弁にもありま

したとおり、先ほどの質疑にもあったとおり、

各市町との連携が必要であると、議論を尽くさ

なければならないということ、あるいは他県等

の取組も、協議をしながら今現在検討している

ということも確認をさせていただきました。

そして、平成25年での実績でありますが、高
校生の医療費助成を県が負担した場合、約3.8
億円。今、子どもの数は減っておりますので、

もっともっと圧縮はできるはずです。よって、

先ほど小林委員からあったとおり、7億円、そ
して7.5億円という数値が、高校生の医療費を県
が負担することによる県の財政負担はぐっと

圧縮できるのではないかと考えるところでも

あります。

この議論につきましては、各市町と再度、さ

らに議論を深めていただいて、一日も早い実現

に向けて取り組んでいただきたいということ

を改めて要望させていただきます。

また、この件につきましては、再度委員会な

り、そしてまた一般質問でも取り上げさせてい

ただきます。

（2）予算配分について。
今は、知事の公約であります子どもの医療費

助成制度の拡大についてお尋ねをいたしまし

たが、ほか、知事の公約は多岐にわたっている

ものと認識をしております。今回の約626億円
の補正予算のうち、新規、拡充事業はどのくら

いあり、さらに、その中で知事の公約に関する

ものがどれくらいあるのか、お尋ねをいたしま

す。

【大田総務部長】 今回の補正予算における新

規・拡充事業といたしましては、合計で87件、
約27億2,700万円となっております。このうち、
知事の公約に関連するものとして整理をいた

しておりますのは、デジタル分野における民間

人材の登用、あるいはＩＣＴを活用した離島に

おける高度専門診療体制の整備、「こんな長崎

どがんです会」の実施など85件、約25億3,000
万円という形でございます。
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県勢の発展に向けまして、今後とも、積極的

な事業構築と効果の早期実現を図ってまいり

たいというふうに考えております。

【宮本委員】部長、ありがとうございました。

新規・拡充事業が87件、約27億円、これは先
ほどもありました。その中で、公約に関係する

ものが実に85件、約25億円ということで、大半
が今回、知事の公約に関する新規・拡充事業で

あったということを確認させていただきまし

た。

長崎県、限られた財政の中ではあります。し

かしながら、知事が掲げられた公約、どれもど

れも重要なものであります。知事におかれまし

ては、前例にとらわれない柔軟な発想とラグビ

ーで鍛えられた突破力、若さを活かして、この

公約実現に向けてご尽力いただければと思い

ますし、今回の補正予算、これが一日も早く実

施になることを心より願っておりますし、私た

ちも、自分も尽力をしてまいりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

2、総合緊急対策。
（1）地方創生臨時交付金の活用について。
今般、国の総合緊急対策において、地域の実

情に応じて自治体が独自に取り組む事業に国

が財政支援する地方創生臨時交付金が拡充さ

れ、1兆円規模のコロナ禍における原油価格・
物価高騰対応分が創設されました。

本県も追加補正予算として計上されていま

すが、その中で、生活者支援として学校給食費

等への支援、また事業者支援として公共交通支

援について、具体的な対策についてお尋ねいた

します。

【中﨑教育委員会教育長】 学校給食につきま

しては3部局にまたがりますけれども、私の方
からまとめてご説明させていただきます。

物価高騰の影響を受ける給食費等の保護者

負担を軽減するため、県立学校につきましては、

中学校3校、高校定時制夜間部8校、特別支援学
校16校の計27校で964万8,000円を、私立学校等
につきましては、認可外保育施設56園、幼稚園
11園の計67園で660万7,000円を、小学校6校、
中学校6校の計12校で540万円を計上している
ところでございます。

【早稲田地域振興部長】 次に、公共交通支援

についてでありますが、県内の公共交通機関は、

地域住民生活等の移動手段として重要な役割

を担っており、新型コロナウイルス感染症の影

響下で利用者が低迷する中においても、これま

で運行が継続されております。

県においては、令和2年度及び令和3年度にお
いて、事業継続のための奨励金や感染防止対策

に係る環境整備のための補助金など、様々な支

援策を講じてまいりました。

しかしながら、令和4年1月から3月頃のオミ
クロン株の影響等による運送収入の減少に加

えまして、昨今の燃油価格高騰により経費も大

きく増加していることから、交通事業者の経営

状況は、さらに厳しい状況となっております。

今回は、新型コロナウイルス感染症の影響や

燃料価格高騰により厳しい経営状況にある乗

合バス、貸切バス、鉄軌道、航路、航空路、タ

クシー、運転代行の事業者を対象に、今後の事

業継続に向けて、車両等の保有台数に応じた支

援金の交付を予定しており、補正予算として12
億1,600万円を計上しております。
今後とも、公共交通事業者の経営状況などを

把握しながら、必要に応じて適切な対応を検討

してまいりたいと考えております。

【宮本委員】 教育長、部長、ありがとうござ

いました。
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この総合緊急対策につきましては、私たち公

明党党本部といたしましても、先般、国民生活

総点検・緊急対策本部というものを設置いたし

ました。そして、全国でアンケート調査を行い

ました。もちろん、ここ長崎県でもさせていた

だきました。その全国のアンケート調査を取り

まとめて政府に提言をし、その内容が、この総

合緊急対策として盛り込まれたところであり

ます。

そして、私たち公明党の県議団も、5月11日
に大石知事に対しまして、このアンケート調査

の結果を踏まえて、様々な事例を挙げて、「令

和4年度長崎県政の施策ならびに予算編成に関
する要望書」として、この内容も盛り込んだ要

望書を提出させていただきました。今回、総合

緊急対策を計上されていますが、この要望書に

沿った形で予算計上をしていただいたことを、

まずもちまして感謝申し上げます。

今は給食費そして公共交通事業についてお

尋ねをさせていただきました。様々なところで

支援が及んでおります。学校給食につきまして

は、県立学校で27校、私立幼稚園等で67園、そ
して私立学校で12校と確認をさせていただき
ました。詳細につきましては、また常任委員会

で詳しく質問させていただければと思ってお

ります。

また、公共交通事業につきましても、私たち

も公共交通の事業者から、本当に悲痛なお声を

いただいております。それに沿った形で、そし

てまた私たちの要望に沿った形で対策を講じ

ていただいているものと考えております。事業

者の方々の苦しみ、ほかの事業者ももちろんで

ありますけれども、まだまだ回復はしておりま

せん。一日も早く支援の輪が広がるように、尽

力をお願いしたいというふうに考えておりま

す。

次の質問に移ります。

3、人口減少対策。
（1）ＵＩターン対策について。
本県の魅力発信の強化に努めながら、さら

なるＵＩターン対策を講じていくことが、人

口減少対策の観点からも非常に重要でありま

す。

まずは、6月補正予算におけるＵＩターン対
策について、知事の決意をお尋ねいたしま

す。

【大石知事】 人口減少対策を進める上で、Ｕ

Ｉターン対策は重要であると認識をしており

ます。

特に、子育て世代のＵＩターンについては、

自然増にも寄与することが期待されることか

ら、子育て環境の充実に努めるとともに、子

育て支援制度や教育環境等の情報発信を強化

し、その促進を図ってまいりたいと考えてお

ります。

また、大きな変革期を迎えている県内のま

ちの魅力なども積極的に発信することとして

おり、今後は、若者や女性等が本県でチャレ

ンジしたいと思うような環境整備を進め、Ｕ

ターンだけでなく、Ｉターンを希望される方

も数多く呼び込める、選ばれる長崎県づくり

に力を注いで、人口減少の克服につなげてま

いりたいと考えております。

【宮本委員】 知事、ありがとうございまし

た。

ただいま知事の決意をお聞かせいただきま

した。また新しい視点でＵＩターン対策が展

開されることを切に願っております。

それでは、今の知事の決意を踏まえて、今

回補正予算として計上されているＵＩターン
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魅力発信事業について、具体的にどのように

取り組んでいかれるのか、お尋ねいたしま

す。

【早稲田地域振興部長】 ながさきＵＩターン

魅力発信事業については、まずＵターン対策

の一層の強化に向けて、新たにＵターン促進

キャンペーン等に取り組むこととしておりま

す。本年秋頃に予定するキャンペーンの期間

中は、市町と連携した移住相談会の開催や移

住関連情報の発信などを集中的に展開するこ

ととしており、Ｕターンの機運を醸成してま

いりたいと考えております。

また、県が製作する「ながさき子育てブッ

ク」や県ホームページ、「ながさき移住ナビ」

の子育て情報の内容を充実強化することによ

り、Ｉターンを含めた子育て世代の移住を促

進してまいりたいと考えております。

さらに、ウェブ広告を活用したプロモーシ

ョンの実施等により、ながさき移住倶楽部会

員の増加を図るなど、一層のＵＩターンの促

進に取り組んでまいります。

【宮本委員】 ありがとうございました。確認

をさせていただきました。

（2）若者を対象としたＵＩターン対策につ
いて。

福岡県に進学している本県出身の学生に対

するＵＩターン対策について、お尋ねをいたし

ます。

本県より福岡県に進学している学生の割合、

併せて、今回計上されている県外進学者Ｕター

ン就職促進事業について、どのように取り組ん

でいかれるのか、お尋ねいたします。

【村田産業労働部政策監】 令和3年3月卒業の
県内高校生の県外大学等への進学者約3,500人
のうち、約1,200人が福岡県へ進学をしており、

その割合は約33％と、最多となっております。
これまでの取組に加えまして、今回の補正予

算では、本県のＵＩターン就職対策に協力的で

本県出身者数が多い大学と協定を締結し、本県

単独の学内企業説明会を開催するほか、県内学

生が運営する就職支援団体等と連携した企業

交流イベントを学生目線で開催するなど、新た

な視点を取り入れることで、対策を強化してま

いります。

【宮本委員】 ありがとうございました。

【松本委員長】 続いて、日本共産党の質疑を

行います。なお、質疑時間は、答弁を含め10分
であります。

堀江委員。

【堀江委員】 日本共産党の堀江ひとみです。

1､乳幼児医療費助成事業について。
私は、長崎市議を4期16年、県議を4期16年目、
地方議員32年目です。乳幼児医療費助成事業の
拡充については、市議時代から市民、県民の声

を届けてきました。県議として、初質問でも取

り上げ、金子知事、中村知事、そして大石知事

と、事業の拡充を求めてきました。一般質問、

総括質疑と、県議会議場で取り上げるのは今回

が10回目です。政治は世論で変えられる、その
思いで質問いたします。

大石知事6月補正予算、乳幼児医療費助成費
は3億8,837万円、補正後、予算額は7億6,534万
円、前年度とほぼ同額です。長崎県、助成対象

年齢は就学前まで、県は2分の1の予算であり、
事業としては、これまでと何ら変わらない予算

編成と理解をしました。

乳幼児医療費助成事業、いや子ども医療費助

成制度が適切だと思います。子育て世代の経済

的な負担軽減ができること、子どもを安心して

産み、育てられる社会づくりのために不可欠な
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制度であると認識しています。長崎県の助成対

象年齢を拡大してほしい、県内市町、県民より、

強い強い要望があります。

大石知事は、対象年齢を18歳まで拡大します
と選挙公約に掲げ、3月議会予算総括質疑で私
の質問に対し、「対象拡大につきましては、し

っかりと丁寧に議論を重ねてまいりたい」と答

弁をしました。

そこで、質問します。長崎県の補助対象年齢

を拡大するために、どのような解決すべき課題

があるのか、説明を求めます。

【田中こども政策局長】 子どもの医療費助成

事業につきましては、事業内容や財源について

庁内で十分な議論が必要であり、また市町と意

思疎通を図りながら、連携して進めていく必要

があると考えております。

【堀江委員】 財源と市町と意思疎通を図るた

めに、庁内で議論をする。つまりは、まずは長

崎県として、どんな制度にしたいかということ

を現在、検討中であるということ、そしてその

ための財源確保はどうしたらいいのかという

ことで、庁内の内容を今、いわば整備している

という理解でいいのか。と同時に、それはいつ

までに終える、終わるというふうなスケジュー

ルもあるのか、この2つを教えてください。
【田中こども政策局長】 課題につきましては、

先ほど答弁をいたしましたとおり、事業内容や

財源に関する検討が必要であるということ、そ

れから市町と十分意思疎通を図りながら連携

して進めていくということが必要であると考

えております。

また、現在、事業内容については庁内で議論

をしているところでありまして、できるだけ早

く市町と協議に入るように努めてまいりたい

と思っております。

【堀江委員】 知事が選挙公約に掲げて当選を

されて、そして今現在、まずは庁内の議論中と

いう対応ですよね。だから、これまでるる、ほ

かの議員が取り上げましたけれども、市町への

打診は一度もない。だから、逆に言えば、市町

がどういう対応をしたいかということも把握

されていないんですよね。そして、じゃ、いつ

になったら、どうするのかということも、ここ

では答弁をできない。つまり、何もしていない

ということに聞こえますよね、その答弁は。

選挙公約を知事が掲げて、県民の皆さんは期

待をする、市町も期待をするということであれ

ば、どういう制度にするのか、それを議論して

いく。それと同時に、市町に対し、じゃ、どう

いう制度がいいと思っているのかということ

を事前に聴取する、お聞きをすることも同時並

行でないとできないのではないかと思います

が、その点については、実務担当者としてどう

ですか。

【田中こども政策局長】 事業を具体化する際

の協議につきましては、案を示しまして市町に

丁寧に行う必要があるというふうに考えてお

ります。現在は、市町に示す案につきまして、

県の考え方を整理しているところでございま

す。整理のできていない状況でお話しすること

は、予断を与えたり混乱を招いたりするおそれ

があるというふうに考えております。

いずれにいたしましても、できるだけ早期に

県の考えを整理して、市町と協議をしていきた

いというふうに考えております。

【堀江委員】 先ほど、私の前に質問された宮

本委員の方からも、一つの案として、こういう

ものはどうかというふうな提案もありました。

長崎県としては、いろいろな誤解とか、いろ

んなことを生むので、まずは長崎県として子ど
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も医療費助成事業をどうしたいか、ここをまず

しっかり固めたいんだと。そして、その上で市

町で確認を取りたいと実務担当者は思ってい

るという答弁をいただきました。

そこで、知事にお尋ねいたします。実際に選

挙公約に掲げて、そして当選をされて、解決す

べき課題が、現場のその知事の席に座られて、

いろいろ明らかになったと思います。知事は、

3月定例会の時の答弁のように、しっかりと丁
寧に議論を重ねてまいりたいということは一

定理解をいたしますけれども、ということは、

子ども医療費、長崎県の助成対象年齢を拡大す

るお気持ちがあるのか。

この点については、3月の予算総括質疑では
きちんと私は聞くことができませんでした。そ

れで、あえて今回の6月補正予算で、知事の拡
大するお気持ちがあるのか、この点を確認した

くて、今回再度質問しました。

知事が長崎県の助成対象年齢を拡大するお

気持ちがあると認識してよいか、知事の答弁を

求めます。

【大石知事】 私は、子育て世代の皆様が安心

して妊娠、出産、子育てできる環境づくりに努

めることは、非常に重要だと思っております。

その中で、子育て支援のさらなる充実につきま

しては、ぜひ実現したいというふうに思ってい

ます。

子どもの医療費助成事業などの子育て支援

の充実につきましては、事業内容や財源等につ

いて、先ほど担当からもお話があったように、

庁内で考え方を整理して、市町と丁寧に議論し

ながら、連携して進めていきたいというふうに

考えています。

【堀江委員】 今の答弁は、3月の予算総括質疑
と同じ答弁ですよ。議論して考えたい、子ども

医療費助成事業だけじゃなく、子育て全般とし

て、いろいろ知事は考えたい、それは承知して

おります。

私がここで確認したいのは、子ども医療費助

成事業、長崎県の対象年齢を拡大するお気持ち

が知事はあるのか。それは課題を克服すべきこ

とはいろいろあるというのは、先ほど答弁の中

で理解をいたしました。今の知事は、拡大した

いというお気持ちがあるのか、その1点につい
ての答弁を求めます。

【大石知事】 私の思いとしましては、どうい

った枠組みというのか、どういった内容になる

のかというところも含めて、今議論していると

ころですので、具体的なコメントは控えたいと

思いますけれども、子育て支援策というところ

のさらなる充実については、全力を注いでいき

たいというふうに思っています。

【堀江委員】 知事は、これから答弁をしない

ということも答弁だとされるでしょうけれど

も、私が今求めていることは、子ども医療費助

成事業について、るる、あるでしょう、課題が

あります。それを克服しなくてはいけないと思

っているでしょう。

しかし、対象年齢を拡大してほしいという県

民の声に応えて拡大するお気持ちがあるのか、

再度、知事の答弁を明確に求めます。

【大石知事】 繰り返しになりますけれども、

どういった枠組みになるのか、どういった内容

になるのかも含めて、今議論をしているところ

でございますけれども、子どもの医療費助成事

業も含めて、子育て支援施策の充実に向けては、

全力を尽くしてまいりたいというふうに思い

ます。

【堀江委員】 それは拡大する気持ちがあると

理解していいですか。再度、答弁を求めます。
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【大石知事】 繰り返しになりますけれども、

どういった枠組みになるのか、どういった内容

になるのかも含めて、しっかりと議論をして、

全力を尽くしてまいりたいと。さらに充実をし

ていけるように、全力を尽くしてまいりたいと

思います。

【松本委員長】 続いて、オールながさきの質

疑を行います。なお、質疑時間は、答弁を含め

10分であります。
宮島委員。

【宮島委員】オールながさき、宮島大典です。

1、人口減少対策について。
この件は、一般質問や本日の質疑でも随分や

り取りがなされまして、重複するところもあろ

うかと思いますが、それほどにこの問題は重要

であるという証左だと考えます。

先日でしたか、世界一の大富豪であり、アメ

リカの電気自動車大手テスラ社のＣＥＯであ

りますイーロン・マスク氏がツイッターで、「当

たり前のことを言うようだけど、出生率が死亡

率を上回るような変化がない限り、日本はいず

れ存在しなくなるだろう」という発言をし、話

題となりました。

真意はわかりませんが、日本が先進国の中で

も特に少子・高齢化が進み、人口減少社会の先

頭を行っている、このままいくと、最初に日本

が滅び、それはいずれ地球レベルで起きること

なのだという全人類の未来への警鐘であると、

そのように考えます。まさに、我が国の人口減

少対策は崖っ縁の状況であるということです。

そんな日本の中でも、本県は、長崎県長期人

口ビジョンによれば、全国より約50年早く人口
減少が始まっているとされています。また、こ

こには、最近は毎年1万人程度で減少するペー
スと記されていますが、さきの令和2年の国勢

調査の結果を見ると、前回平成27年の調査と比
べて6万4,000人の減少、1年当たりに換算しま
すと約1万3,000人減っており、推計をさらに下
回る早いペースでの減少が進んでおります。こ

の長期人口ビジョンも、国調や社人研の調査を

踏まえ、早期に見直しが必要と考えますが、想

定以上に人口減少は進んでいるとの危機感を

新たにしなければならないと思います。

これまで県も、人口減少に対し鋭意取り組ん

でこられたことは多としたいというふうに思

いますが、結果を見れば、対策の在り方を大き

く見直す必要があるとも考えます。

大石知事も、公約の中で、この問題を重要課

題として取り上げられていますが、まず最初の

予算の中で、どこに力点を置いて取り組まれた

のか、お尋ねをいたします。

【大石知事】 人口減少対策について、今年度

は、子育て支援の充実と全世代の安全・安心な

暮らしづくりなどの5つの柱を立てて新たに行
う予定でございます。また、自然減、社会減の

両面から施策の充実、強化を図っていくことと

しているところでございます。

特に近年、自然減が急速に拡大している状況

を踏まえまして、これまで以上に子育て支援な

どの自然減対策に重点的に取り組んでまいり

たいというふうに考えています。

また、社会減対策において成果が現れている

施策については、引き続き充実、強化を図ると

ともに、自然減対策としての視点も持ち合わせ

ながら、スタートアップ支援など、若者、女性

が魅力を感じる働く場の創出や、子育て世代の

ＵＩターン対策等に取り組んでまいります。

さらに、「こんな長崎どがんです会」などを

通して県民の皆様との対話を重ねていくほか、

県内の町の魅力なども積極的に発信し、定住や
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移住につながる、選ばれる長崎県づくりを進め

ることにより、人口減少の抑制に結びつけてい

きたいと考えています。

【宮島委員】 ありがとうございます。

今、知事の方から、自然減に対する取組もお

聞きをいたしましたが、そこで今回の補正予算

の方針でもあります「『合計特殊出生率2』を
目指す出産・子育て支援の展開」ということに

なろうかと思いますが、改めて、この課題を克

服するに当たり、どのような決意で臨まれてい

くのか、お伺いをいたします。

【大石知事】 「合計特殊出生率2」という目標
につきましては、非常に高いハードルであると

いうふうに認識しておりますが、少子化には

様々な要因が複雑に絡み合っていることから、

達成に向けては、今までにない思い切った施策

が必要になると考えています。

そのため、今回の補正予算に計上した結婚支

援の拡充や新たな住宅対策などに取り組むと

ともに、今後、子どもを産み、育てるための経

済的支援の充実や、男女がともに働きやすい環

境づくりの促進を図るなど、これまで以上に危

機感を持って、包括的に取り組んでまいりたい

と考えております。

【宮島委員】 改めて知事の決意のほどをお聞

かせいただきました。私は、目標が高いだけに、

ぜひ振り切るような思い切った施策を期待い

たしております。

ちょうど時あたかも国におきましては、この

通常国会で、来年4月にこども家庭庁が設置の
予定となり、新たな骨太の方針におきましても、

子育て支援に関する予算の倍増を目指す方針

が示されました。また、岸田総理はおとといの

会見で、出産育児一時金について、私の判断で

大幅に増額をすると、このように表明をされま

した。そういう意味では、知事がおっしゃるよ

うに、これからの国の動向というものを十分に

注視する必要があるのではないかというふう

に考えます。

また、出産育児一時金については、一般質問

でもやり取りがありましたけれども、私は、選

挙公約については、基本、有権者との約束であ

り、実行していかなければならないものと思い

ます。ただ、一方で、政治は生き物であります。

また、社会の情勢も日々変わりますので、それ

に応じた変更は当然あり得ると、このようにも

考えます。もちろん、その場合は、県民に対し

て丁寧な説明をされなければならないと考え

ます。

もし、総理がおっしゃるように、出産育児一

時金が大幅に増額されるということであれば、

それに県独自で上乗せするというのも手でし

ょうが、子育て家庭が一定それに満足をされる

ということであれば、むしろ、ほかの公約や新

たな子育て支援策へ、その分の予算、施策投入

というものをやっていく必要が、それも一つの

方法ではないかというふうに考えております。

あくまでも、出生率を上げて自然減に歯止めを

かける、これが目的だということを忘れてはな

らないというふうに思います。

そこで、国の動向を見ながら、市町とも連携

を強化して、結婚から出産、育児、教育と、切

れ目のない対策を講じて、長崎県が子育て全国

ナンバーワンと言われるように、私は、ぜひ目

指していただきたいと、このことを強く要望し

ておきたいと思います。

また、そのためには、基本となる考えに基づ

く計画が要ると認識し、県の総合計画等の改定

が必要と考えますが、知事の所見を伺います。

【大石知事】 長崎県総合計画は、県議会の議
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決を経て策定されたものであり、行政の継続性

を図る観点からも、県政運営の基本とすべきも

のであると、まず認識をしております。

そうした考えの下、公約に掲げた新しい長崎

県の実現を目指して、今回の補正予算案編成に

おいては、全世代の暮らしを安全・安心に豊か

にする施策など、3つの柱を掲げたところでご
ざいます。

補正予算においては、直ちに実行可能なもの

や早急に取り組むべき施策等について可能な

限り盛り込むことで、新しい長崎県づくりに向

けた第一歩を踏み出すことができたものと考

えています。

今後、公約の実現に向けては、県議会をはじ

め、県民の皆様の声を丁寧にお聞きしながら、

コロナ禍の影響など社会環境の変化も的確に

捉えた上で、総合計画の見直しも含め、柔軟な

対応を図っていきたいというふうに考えてい

ます。

【宮島委員】 2、県北地域の振興について。
知事は、選挙を通じ、県北地域の活性化につ

いて熱く語られ、3月の定例会の所信の中でも、
にぎわいの創出として、特に県北地域を挙げら

れ、山本啓介議員との質疑もございました。こ

れまで脈々と続く南高北低の是正に踏み込ん

でいただけると、大いに期待をいたしておりま

す。

今回の予算を見ていますと、県北というくく

りでのものは、まだないようですが、知事が所

信で言われた造船サプライチェーンの維持強

化のための関連企業への支援についての取組

が見受けられるようであります。

そこで、今予算で、県北地域の振興に向けて、

造船業をどう支援していくのか、知事にお尋ね

をいたします。

【大石知事】 ＳＳＫが商船や自衛隊艦艇等の

修繕事業を柱に据える事業再構築を進める中、

去る5月、県では、成長産業ネクストステージ
投資促進事業でＳＳＫの事業計画を採択した

ところであり、今後、協力企業も含めた波及効

果が出てくるものと考えております。

また、世界的なカーボンニュートラルの潮流

の中、県北地域の中小企業においても、環境対

応船など環境分野に進出する動きが出てきて

おり、今回の補正予算で提案しているグリーン

対応型企業成長促進事業費により、事業拡大や

技術開発などの取組をしっかり後押ししてい

きたいと考えております。

【宮島委員】 県北地域の振興、ぜひよろしく

お願いいたします。

以上です。ありがとうございます。

【松本委員長】 以上をもちまして、総括質疑

を終了いたします。

次に、議案については、お手元に配付いたし

ております分科会審査議案のとおり、各分科会

において審査いただきますようお願いいたし

ます。

次回の委員会は、各分科会長の報告を受ける

ため、6月29日午前11時に開催をいたします。
本日は、これをもちまして散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時４８分 散会 ―



６ 月 ２９ 日

（ 分 科会 長 報告 ・ 採決 ）
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和４年６月２９日

自  午前１１時 ０分

至  午前１１時３３分

於  本 会 議 場

２、出席委員の氏名

委 員 長 松本 洋介 君

副 委 員 長 堤  典子 君

委 員 八江 利春 君

〃 田中 愛国 君

〃 小林 克敏 君

〃 中山  功 君

〃 溝口芙美雄 君

〃 瀬川 光之 君

〃 中島 廣義 君

〃 徳永 達也 君

〃 外間 雅広 君

〃 堀江ひとみ 君

〃 山田 朋子 君

   〃 浅田ますみ 君

〃 西川 克己 君

〃 山口 初實 君

〃 川崎 祥司 君

〃 前田 哲也 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 吉村  洋 君

〃 山本 由夫 君

   〃 宅島 寿一 君

〃 麻生  隆 君

〃 山口 経正 君

〃 近藤 智昭 君

〃 坂本  浩 君

〃 宮島 大典 君

〃 大場 博文 君

〃 宮本 法広 君

〃 中村 一三 君

〃 石本 政弘 君

〃 饗庭 敦子 君

〃 久保田将誠 君

〃 浦川 基継 君

  〃 北村 貴寿 君

  〃 山下 博史 君

   〃 下条 博文 君

   〃 中村 泰輔 君

   〃 赤木 幸仁 君

   〃 千住 良治 君

       〃 坂口 慎一 君

   〃 清川 久義 君

３、欠席委員の氏名

  な     し

４、委員外出席議員の氏名

な     し

５、県側出席者の氏名

危 機 管 理 監 多田 浩之 君

企 画 部 長 浦  真樹 君

総 務 部 長 大田  圭 君

地 域 振 興 部 長 早稲田智仁 君

地域振興部政策監 渡辺 大祐 君

文化観光国際部長 前川 謙介 君

    県民生活環境部長 貞方  学 君

福 祉 保 健 部 長 寺原 朋裕 君

こども政策局長 田中紀久美 君
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産 業 労 働 部 長 松尾 誠司 君

産業労働部政策監 村田  誠 君

水 産 部 長 川口 和宏 君

農 林 部 長 綾香 直芳 君

土 木 部 長 奥田 秀樹 君

交 通 局 長 太田 彰幸 君

教育委員会教育長 中﨑 謙司 君

会 計 管 理 者 吉野ゆき子  君

選挙管理委員会書記長 大塚 英樹 君

監 査 事 務 局 長 上田 彰二 君

人事委員会事務局長

(労働委員会事務局長併任) 大﨑 義郎 君

議 会 事 務 局 長 黒﨑  勇 君

警 務 部 長 橋本 真和 君

議会事務局職員出席者

次長兼総務課長 藤田 昌三 君

議 事 課 長 川原 孝行 君

政 務 調 査 課 長 濵口  孝 君

議事課課長補佐 永尾 弘之 君

議 事 課 係 長 山脇  卓 君

議 事 課 係 長 高見  浩 君

会計年度任用職員 天雨千代子 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１１時 ０分 開会 ―

【松本委員長】ただいまから、予算決算委員会

を開きます。

これより議事に入ります。

本委員会に付託されました、第69号議案「令
和4年度長崎県一般会計補正予算（第3号）」ほ
か19件を議題といたします。
これより各分科会長から審査結果の報告を求

めます。

まず、総務分科会長の報告を求めます。

北村総務分科会長。

【北村総務分科会長】総務分科会の審査結果に

ついて、ご報告いたします。

本分科会で審査いたしました案件は、第69号
議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算（第3
号）」のうち関係部分ほか5件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案はいずれ

も異議なく、原案のとおり可決、承認すべきも

のと決定されました。

以下、本分科会で論議のありました事項につ

いて、ご報告申し上げます。

まず、第69号議案のうち関係部分につい
て、警察本部関係の「交通安全施設整備費」

に関し、「新設する信号機8か所の地域はど
こか。また、住民からの信号機設置要望に対

する判断基準があるのか。」との質問に対し、

「今年度は、長崎地区、佐世保地区、島原地

区各1か所、大村地区2か所、時津地区3か所
に設置を予定している。判断基準について

は、『信号機設置の指針』が警察庁から示さ

れており、具体的には、信号機制御以外で交

通事故防止が図れないもの、信号機を新設す

ることで、渋滞を生じさせないこと、信号機

を設置する場所の環境が整っているかなど

である。また、幼稚園、小中学校、病院など

子どもや高齢者を守る必要がある場所には、

優先的に設置を検討している。」との答弁が

ありました。

これに対し、「現時点で把握している新設・

改良の要望の件数はどれくらいあるのか。」と

の質問に対し、「信号機の新設要望は年間

約40件、秒数変更等の改良を含めると約100
件ほど各警察署において受理している。この

うち、警察本部に上申されたものは、5年間
で16件あり、そのうち10件を各年度で対応
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した。未設置の6件のうち2件を今年度に設
置予定としており、残りの4件は、交通の流
れや、道路改良の必要の有無などを検討して

いるところである。」との答弁がありました。

次に、企画部関係の「『こんな長崎どがん

です会』開催経費」に関し、「知事と県民が

直接対話する場の開催経費として、135万1
千円計上されているが、年間スケジュールは

どのようになっているのか。」との質問に対

し、「約8回分の開催に係る予算を計上して
おり、今後、テーマや地域別に月１回程度、

実施することで考えている。また、テーマに

関しては、各分野から幅広く設定していくこ

ととしており、移住者やスマート農業を推進

する農業者、医療・福祉・介護分野の従事者

の方々などを対象としたテーマについて考え

ていく予定としている。」との答弁がありま

した。

これに対し、「テーマに沿った対象の団体の

選定は、どのように行っていくのか。」との質

問に対し、「テーマに応じて、関係部局で選

定を進めることになると考えている。これま

での事例としては、今後の施策推進のため

に、ご意見をお聞きしたいと考える団体を

選定し、ご参加いただくなどしている。今後

も、公募による選定も大事に考えながら、同

様の形で開催していくことを予定している。」

との答弁がありました。

これに対し、「地域によって課題等が違っ

てくると思うので、地域のバランスも考えな

がら、意見が聞けるようにやっていただきた

い。また、今後、いろいろな意見が出てくる

かと思うが、どのように施策に反映していく

のか。」との質問に対し、「施策への反映に

関しては、個別に見ていく必要がある。短期

に実現可能なものもあれば、中長期の視点で

実現に向けて検討していくものもある。そう

いった視点も併せ持ちながら、各部局とのや

り取りの中で検討していくことになると考え

ている。」との答弁がありました。

次に、危機管理監関係の「消防団活動充実

強化事業費」に関し、「小中高生、大学生の

若い世代を対象に、消防団活動の重要性の

啓発を図るため、教育用資料を作るとのこと

であるが、義務教育の学校で、消防団に関す

る学習の機会はあっているのか。」との質問

に対し、「市町の方で行っており、正確な数

は把握していないが、そのような事例はあ

る。」との答弁がありました。

これに対し、「地域を守る消防団の活動を

子どもたちが知ることにより、防災に対する意

識も高まると考える。県下によって取組に差が

あるといけないので、しっかり21市町の義務教
育において取り組んでいただけるように、担当

部局として対応いただきたい。」との意見があ

りました。

次に、第85号議案「令和4年度長崎県一般
会計補正予算（第5号）」のうち関係部分に
ついて、地域振興部関係の「公共交通事業

継続緊急支援費」に関し、「コロナ禍におけ

る公共交通事業者の事業継続、燃料費高騰

に対する支援について、12億1,613万円が計
上されているが、どのような割合で構成され

ているのか。」との質問に対し、「各交通事

業者への事業継続にあたって固定経費等の

支援額が、約4割で5億2千万円、燃料費高騰
による負担額の増加に対する支援が、約6割
で6億9千5百万円となっている。」との答弁
がありました。

これに対し、「業種別の単価はどのように設

定しているのか。」との質問に対し、「交通

事業者ごとに固定経費と、感染防止対策の



令和４年６月定例会・予算決算委員会（分科会長報告・採決）（６月２９日）

- 52 -

年間所要額を算定し、オミクロン株の影響期

間を3か月対象とし、年間所要額の4分の1を
支援することとしている。乗合バスを例にす

ると、固定経費等の年画所要額が1台当たり
約40万円となるため、その4分の1の10万円
を支援する。燃料費高騰の支援については、

過去3年の燃料費の平均単価と、直近3か月
の平均単価の差に、年間使用量をかけ、バス

の台数で割り戻すと年間１台当たり約28万
円増えるため、その2分の1の14万円を支援
する。これらを合計して1台当たり24万円の
支援を行うこととしており、他の交通事業者

も同様に算出している。」との答弁がありま

した。

次に、報告第4号「令和3年度長崎県一般
会計補正予算（第23号）」のうち関係部分に
ついて、総務部関係の歳入予算の「県税」に

関し、「年間執行額が確定した予算において、

県税が約44億円の増となっているが、この
要因は何か。」との質問に対し、「大きなと

ころで、法人事業税で約20億円、個人県民
税で約7億円、地方消費税で約7億円の増収
となっている。その要因として、法人事業税

は、主要法人の聞取り調査などで見込みを立

てていたものが、製造業や、卸小売業が特に

好調であり、その他の業種についても全体的

に好調であったため、上振れしているもので

ある。個人県民税は、見込み段階よりも徴収

率が0.1ポイントアップしたことなどが要因
になっている。地方消費税は、国税からの確

定した払込額が見込みよりも増えたもので

ある。補正後の予算額が約1,261億円となり、
過去最高額となっている。」との答弁があり

ました。

これに対し、「コロナの影響で経済活動がう

まくいかず、税収がダウンするのではないかと

懸念していたが、過去最高額を達成したという

ことで評価をしたい。」との意見がありまし

た。

以上のほか、総務関係補正予算に関し、熱心

な論議が交わされましたが、その詳細について

は、この際、省略させていただきます。

以上で、総務分科会の報告といたします。

委員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。

【松本委員長】次に、文教厚生分科会長の報告

を求めます。

下条文教厚生分科会長。

【下条文教厚生分科会長】文教厚生分科会の審

査結果について、ご報告いたします。

本分科会が審査いたしました案件は、第69号
議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算（第3
号）」のうち関係部分ほか5件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決、

承認すべきものと決定されました。

以下、本分科会で論議のありました主な事項

についてご報告申し上げます。

まず、第69号議案のうち関係部分について、
総務部関係の「大学法人費運営費交付金」に関

し、「県内就職の向上に向けた新たな取組とし

て、長崎県立大学に、県内就職支援員を配置し、

さらなる県内就職の促進を図るとのことである

が、具体的にどういった取組を行うのか。」と

の質問に対し、「これまでも、就職課や学生支

援課を中心に、学生全体に広く働き掛けを行っ

てきたものの、成果に結びつかない部分があっ

たことから、今回、支援員を配置し、個々の学

生や県内企業への働きかけを強化し、学生の志

向や職業観を把握しながら、それに沿った企業

の開拓を積極的に行うこととしている。」との

答弁がありました。
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さらに、「専門性の高い優秀な人材の育成と、

県内定着のバランスについて、難しい課題であ

ると考えるがどうか。」との質問に対し、「学

部学科再編により、専門性の高い優秀な人材が

増え、県外就職している学生もいるが、受け皿

としての企業を開拓することで、県内に残って

もらえるよう取り組んで行くことが必要だと考

えており、大学全体として県内就職率を高めて

いきたい。」との答弁がありました。

次に、教育委員会関係の「ながさきデジタル

ライブラリー事業費」に関し、「ミライｏｎ図

書館における電子図書館システムの導入にかか

る経費が計上されているが、具体的に、どのよ

うな内容とスケジュールで進めていくのか。」

との質問に対し、「経費の主な内容としては、

ミライｏｎ図書館において、電子図書館システ

ムを導入するための、既存システム改修費、電

子書籍約千冊の購入費 及び 導入後の通信費等

を計上している。この電子図書館化により、離

島など遠方にお住いの方をはじめ、図書館への

来館が難しい県民の皆様も、いつでもどこから

でも、インターネットを介して読書が可能とな

る。令和5年2月を目途にスタートできるよう準
備を進めたいと考えている。」との答弁があり

ました。

また、「スクールカウンセラー 及びスクー

ルソーシャルワーカー活用事業費」について、

「教育相談体制の一層の充実を図るため、スク

ールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー 及び教職員の3者合同の研修会を開催する
ための費用を計上しているが、具体的にどのよ

うな研修を実施するのか。」との質問に対し、

「現在も、スクールカウンセラーとスクールソ

ーシャルワーカーの研修は行っているが、改め

て、教職員を含めた3者の連携強化が重要であ
るとの認識から、今回計上したものである。

『チーム学校』としての連携の在り方等につい

てグループワークを通して議論を深めること

で、不登校児童生徒やいじめへの対応のさらな

る強化充実を図っていきたい。」との答弁があ

りました。それに関連し、「3者連携強化の取
組の効果をより高めるためにも、各学校にスク

ールカウンセラーを一人ずつ配置できるよう人

員の増員について努力してほしい。」との意見

がありました。

次に、福祉保健部関係の「遠隔専門診療支援

推進事業費」に関し、「県内離島の基幹病院に

おいて、ローカル5Ｇネットワークを構築し、専
門医の遠隔サポートを活用した体制の整備を支

援するとのことであるが、具体的にどのような

体制を想定しているのか。」との質問に対し、

「視診が主となる診療科の専門性が高い分野に

おいて、離島の基幹病院と長崎大学病院の専門

医をローカル5Ｇネットワークで繋ぐことにより、
診察画像を、鮮明かつ高速で送信し、リアルタ

イムで、診断の支援を可能とする体制を整備し

ていく。」との答弁がありました。

これに関し、「この画期的なシステムをいか

に利用してもらうかが、今後の離島の医師不足

対策等においても重要なポイントになると考え

る。そのため、市町への周知や医療機関の理解

と協力が不可欠であり、ソフト面での対策にも

しっかりと取り組んでいただきたい。」との意

見がありました。

次に、「地域医療充実のための医療ＩＣＴ活

用促進事業費」について、「在宅医療の質の向

上を図るため、医療ＩＣＴを活用した実証事業

を実施するとのことであるが、具体的にどのよ

うな取組を行うのか。」との質問に対し、「医

療ＩＣＴを活用し、診療情報を共有する『あじ

さいネット』と連携して、医師等がリアルタイ

ムで、在宅患者の状態を確認することができる
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ようにするものである。在宅医療の質の向上

や、離島・へき地での受診機会の確保等を目指

し、2年間実証を行う予定としており、課題等
の分析を行ったうえで、今後の取組について検

討してまいりたい。」との答弁がありました。

次に、こども政策局関係の「児童虐待防止・

支援体制強化事業」に関し、「子どもの権利擁

護を推進するための経費とあるが、具体的にど

のような仕組みづくりを行うのか。」との質問

に対し、「これまで、児童養護施設等にいる子

どもの声を受け止める第三者機関がなかったこ

とから、この事業により、子どもの声を受け止

めて代弁する意見表明支援員を育成し、施設へ

派遣する仕組みと、子どもの権利救済を目的と

した、子どもの権利擁護部会を設置し、子ども

の声を受け止めて、それに対応する仕組みを構

築する。」との答弁がありました。

以上のほか、文教厚生関係補正予算に関し、

熱心な論議が交わされましたが、その詳細につ

いては、この際省略させていただきます。

以上で、文教厚生分科会の報告といたします。

委員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。

【松本委員長】次に、観光生活建設分科会長の

報告を求めます。

石本観光生活建設分科会長。

【石本観光生活建設分科会長】観光生活建設分

科会の審査結果について、ご報告いたします。

本分科会が審査いたしました案件は、第69号
議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算（第3
号）」のうち関係部分ほか7件であります。
慎重に審査いたしました結果、第69号議案「令

和4年度長崎県一般会計補正予算（第3号）」の
うち関係部分につきましては、起立採決の結果、

原案のとおり可決すべきものと決定されました。

その他の議案につきましては、いずれも異議

なく、原案のとおり可決、承認すべきものと決

定されました。

以下、本分科会で論議のありました主な事項

についてご報告いたします。

まず、第69号議案のうち関係部分について、
土木部関係の「公共事業費の予算確保と繰越予

算の縮減」に関し、「令和4年度の公共事業費の
内示額は475億円で例年通りの予算確保が出来
ているとのことだが、本県に経済的な活力を与

えるため、公共事業の役割は大きく、今後も有

利な起債を活用しながら、積極的に予算を確保

する必要があるが、県はどのように考えている

のか。」との質問に対し、「公共事業の目的は、

工事発注による経済効果と道路や防災対策等を

完成させることで、交通の充実や安全安心等の

効果を発現させることである。本県は未だやる

べきことが多く、その二つの効果を早く、そし

て長く発現させるためにも、来年度以降も継続

的に予算の確保に努めてまいりたい。」との答

弁がありました。

これに関連し、「予算を積極的に確保する一

方、繰越予算も増えてきている。繰越について

は、一定は理解するものの、やはり金額が大き

いため、県として繰越予算の縮減に向け、どの

ように取り組んでいくのか。」との質問に対し、

「積算業務の外部委託の拡大や、繰越になりそ

うな予算の他工区への流用など、これまでの取

組を拡大・徹底することで、工事の迅速な執行

や繰越予算の一層の縮減に努めてまいりたい。」

との答弁がありました。

次に、文化観光国際部関係について、「多文

化共生推進事業費」に関し、「多文化共生の拠

点として日本語教室を設置し、文化的背景など

をお互い理解し、日本人住民と外国人住民の共

存・共栄を図るため、現在の6教室から、令和6
年度には11教室まで増やす目標を掲げているが、
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実現可能な数字なのか。」との質問に対し、「日

本語教室の設置については、地元住民のご理解

やコスト、運営場所の確保、また、それ以上に

維持することが難しい状況ではあるが、九州で

は最下位の設置数であることから、市町と一体

となって、日本語教室の設置を増やし、外国人

に選ばれる長崎県づくりの実現に努めてまいり

たい。」との答弁がありました。

これに関連し、「アジア各国から外国人留学

生が来崎しており、本国へ帰国後、長崎の素晴

らしさを伝えてもらうためにも、滞在中の住環

境整備等は必要不可欠であることから、県はこ

の課題にどう取り組むのか。」との質問に対し、

「まずは、実態把握を行い、諸課題の解決に努

めてまいりたい。」との答弁がありました。

次に、「宿泊施設の緊急環境整備支援事業費」

に関し、「コロナ禍に加え、原油価格や物価高

騰の影響を受けている宿泊事業者の経営改善の

ため、省エネや省力化に資する設備投資等に対

して支援を行うとのことだが、宿泊事業者に寄

り添った、制度設計となっているのか。」との

質問に対し、「宿泊事業者の皆様からの、ボイ

ラーに要する重油や空調に要する電気料金等の

値上がりが経営に大きく影響しているほか、人

手不足も課題であるとのご意見に応える補助制

度とした。」との答弁がありました。

次に、県民生活環境部関係について、「男性

の家事・子育てへの参画促進事業費」に関し、

「今まで、男性の家事や子育てへの参画促進の

取組を行ってきた中で、未だ、県内民間企業の

男性の育児休業取得率は約10％とのことである
が、県は今後、取得率をどこまで伸ばすことを

目標としているのか。」との質問に対し、「男

性の育児休業取得率については、30％を目標と
しており、企業向けには、育休取得の分野にお

ける先進企業を県外から招き、その取組事例を

説明してもらうセミナーを開催するとともに、

子育て世帯向けには、男性の家事・育児等で話

題性のあるインフルエンサーの講演や育休取得

経験者とのパネルディスカッションを行うイベ

ントを開催し、職場の理解促進や男性自身の意

識改革に取り組んでまいりたい。」との答弁が

ありました。

これに対し、「この事業は、少子化対策とし

ても重要であることから、育休取得が進まない

企業の職場環境や社会保障等の課題を把握し、

労働局とも連携して課題解決に努め事業の充実

を図っていただきたい。」との意見がありまし

た。

以上のほか、観光生活建設関係補正予算に関

し、熱心な論議が交わされましたが、その詳細

については、この際省略させていただきます。

以上で、観光生活建設分科会の報告といたし

ます。

委員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。

【松本委員長】次に、農水経済分科会長の報告

を求めます。

山下農水経済分科会長。

【山下農水経済分科会長】農水経済分科会の審

査結果について、ご報告いたします。

本分科会が審査いたしました案件は、第69号
議案「令和4年度長崎県一般会計補正予算（第3
号）」のうち関係部分ほか15件であります。
慎重に審査いたしました結果、議案につきま

しては、いずれも異議なく、原案のとおり可決、

承認すべきものと決定されました。

以下、本分科会で論議のありました主な事項

についてご報告いたします。

まず、第69号議案のうち関係部分について、
産業労働部関係の「学生と企業の交流強化事業

費」に関し、「県では、長崎大学などと連携し
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て令和元年度と令和2年度に大学生の就職に関
する意識調査を実施しているが、今回の事業に

どのように調査結果を反映させたのか。」との

質問に対し、「当該調査結果では、県内に企業

の選択肢が少ない、希望する業種の企業が少な

いなどの声が多かったことなどを踏まえ、就活

期前の大学生を対象に、より多くの県内企業を

知っていただく機会を増やすため、学生が運営

する就職支援団体と連携して、学生目線で学生

が参加しやすい企業との交流会を実施していく。」

との答弁がありました。

次に、水産部関係の「長崎の特性に応じた養

殖モデル実証事業費」に関し、「長崎県の地形

は入江なども多く、養殖に適した地域であった

反面、漁場環境の悪化など課題も多い。そうし

た中、輸出を見据えた沖合養殖の生産量増大、

環境に配慮した養殖の実践など、先進的なモデ

ル実証を行うとしているが、沖合養殖について

は、積極的な取組・展開が必要と考えるが県の

見解はどうか。」との質問に対し、「今回の養

殖モデル実証事業では、波が強いなど養殖がし

にくい沖合の場所に、耐久性の高い大型生簀を

導入して実証を進め、得られたデータを基に、

養殖業者への普及に努めていきたいと考えてい

る。」との答弁がありました。

これに関連し、「沖合養殖において、自動給

餌機やＡＩ、自動監視カメラを導入するとされ

ているが、電源の確保など様々な課題に対し、

どのような仕組みで取組んでいくのか。」との

質問に対し、「この事業については、様々な技

術が必要と考えており、地元養殖業者、企業、

漁協、市町、大学、県が連携を強化しながら進

めていきたいと考えている。」との答弁があり

ました。

これに対し、「この養殖モデル実証事業は、

夢がある話でいろいろな研究成果、実証結果を

本県の水産業の活性化のために早期に活かして

いけるよう取組を進めていただきたい。」との

意見がありました。

次に、第85号議案「令和4年度長崎県一般会計
補正予算（第5号）」のうち関係部分について、
産業労働部関係の「長崎県事業復活支援給付金

事業費」に関し、「当初の想定を超える多くの

申請があったことから、今回給付金の増額補正

を行うとのことだが、申請が増加した要因をど

のように分析しているか。」との質問に対し、

「物価高騰等の影響が、県内の幅広い事業者に

及んでいることが伺われる。あわせて、本給付

金の申請要件となる「国の事業復活支援金」に

ついて、県独自で申請サポート窓口を県下7箇所
に設けるなど、事業者に対し、きめ細かに支援

したことが考えられる。」との答弁がありまし

た。

これに関連し、「物価高騰などは、多くの事

業者へ影響が出ていることから、幅広に支援が

行き届く施策を検討してほしい。」との意見が

ありました。

次に、農林部関係の「農業資材価格高騰対策

緊急支援事業費」に関し、「他県においては、

6月補正において肥料価格高騰の影響を受けた
農業者に対し、価格上昇分の直接支援を行う県

があるようだが、本県においても同様の直接支

援を行う考えはあるのか。」との質問に対し、

「今回の6月補正予算では、燃油及び肥料の使用
量低減に資する資機材の導入への支援を行うも

ので、今後も価格高騰の影響を受けにくい生産

体制を整備するなど中長期的な効果が期待でき

るものである。なお、国において、農業者に対

する、価格上昇での生産コストの影響を緩和す

るための新たな支援が検討されていることから、

国の動向等を注視しながら、県として、どのよ

うな対応が必要か検討していく。」との答弁が
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ありました。

これに対し、「中長期的な対策も進める必要

はあるが、今般の肥料価格の高騰は非常事態で

あり、緊急的な支援を検討してほしい。」との

意見がありました。

次に、「飼料価格高騰緊急対策事業費」に関

し、「今回、県は畜産農家に対して配合飼料価

格安定制度の生産者積立金に対する支援を行う

こととしているが、今後も飼料価格高騰が続い

た場合、どのような対策を考えているのか。」

との質問に対し、「飼料価格高騰の中長期的な

対策については、日本政策金融公庫が新たに創

設した無利子、無担保等のセーフティネット資

金の周知のほか、飼料コスト縮減につながる放

牧の推進や飼料作物の増産などにより経営安定

を図るとともに、自給飼料の利用率向上のため

の、新たな施策についても検討していきたい。」

との答弁がありました。

以上のほか、農水経済関係補正予算に関し、

熱心な論議が交わされましたが、その詳細につ

いては、この際省略させていただきます。

以上で、農水経済分科会の報告といたします。

委員各位のご賛同をいただきますよう、お願

いいたします。

【松本委員長】以上で、各分科会長の報告が終

了いたしました。

お諮りいたします。

各議案は、質疑、討論を省略し、直ちに採決

することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【松本委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、直ちに採決いたします。

まず、第69号議案「令和4年度長崎県一般会計
補正予算（第3号）」について、採決いたします。
本議案は、各分科会長報告のとおり決するこ

とに、賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

【松本委員長】 起立多数。

よって、第69号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。

次に、その他の議案について、一括して採決

いたします。

各議案は、各分科会長報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【松本委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は、それぞれ、原案のとおり可

決、承認すべきものと決定されました。

以上で、本委員会に付託されました議案の審

査は終了いたしました。

これをもちまして、6月定例会における予算決
算委員会を閉会いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１１時３３分 閉会 ―



予算議案 第 69 号 令和４年度長崎県一般会計補正予算（第３号） ○ ○ ○ ○

第 70 号 令和４年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第１号） 〇

第 71 号 令和４年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 〇

第 85 号 令和４年度長崎県一般会計補正予算（第５号） ○ ○ ○ ○

報告議案 令和３年度長崎県一般会計補正予算（第２３号） ○ ○ ○ ○

令和３年度長崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算
（第１号）

○

令和３年度長崎県農業改良資金特別会計補正予算（第２号） ○

令和３年度長崎県林業改善資金特別会計補正予算（第２号） ○

令和３年度長崎県県営林特別会計補正予算（第３号） ○

令和３年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第２
号）

○

令和３年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計補正
予算（第２号）

○

令和３年度長崎県用地特別会計補正予算（第２号） 〇

令和３年度長崎県庁用管理特別会計補正予算（第２号） 〇

令和３年度長崎県長崎魚市場特別会計補正予算（第１号） 〇

令和３年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第４号） 〇

令和３年度長崎県公債管理特別会計補正予算（第２号） ○

令和３年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算（第２号） ○

令和３年度長崎県交通事業会計補正予算（第２号） 〇

令和３年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第４号） ○

令和４年度長崎県一般会計補正予算（第２号） 〇
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予算決算委員会委員長　　松本　洋介

１　議　　案

件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果

令和４年度長崎県一般会計補正予算（第３号） 原案可決

令和４年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第１
号）

原案可決

令和４年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算（第１
号）

原案可決

令和４年度長崎県一般会計補正予算（第５号） 原案可決

令和３年度長崎県一般会計補正予算（第２３号） 承　　認

令和３年度長崎県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予
算（第１号）

承　　認

令和３年度長崎県農業改良資金特別会計補正予算（第２
号）

承　　認

令和３年度長崎県林業改善資金特別会計補正予算（第２
号）

承　　認

令和３年度長崎県県営林特別会計補正予算（第３号） 承　　認

令和３年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算
（第２号）

承　　認

令和３年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特別会計
補正予算（第２号）

承　　認

令和３年度長崎県用地特別会計補正予算（第２号） 承　　認

令和３年度長崎県庁用管理特別会計補正予算（第２号） 承　　認

令和３年度長崎県長崎魚市場特別会計補正予算（第１
号）

承　　認

第 69 号 議 案

報 告 第 9 号

報 告 第 10 号

報 告 第 11 号

報 告 第 5 号

報 告 第 7 号

報 告 第 8 号

報 告 第 12 号

報 告 第 13 号

報 告 第 6 号

第 70 号 議 案

第 71 号 議 案

第 85 号 議 案

報 告 第 4 号

番　　号

記

予 算 決 算 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和4年6月29日

　　　　議長　　坂本　智徳　　様
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件　　　　　　　　　　　　　　　　名 審査結果番　　号

令和３年度長崎県港湾施設整備特別会計補正予算（第４
号）

承　　認

令和３年度長崎県公債管理特別会計補正予算（第２号） 承　　認

令和３年度長崎県国民健康保険特別会計補正予算（第２
号）

承　　認

令和３年度長崎県交通事業会計補正予算（第２号） 承　　認

令和３年度長崎県流域下水道事業会計補正予算（第４
号）

承　　認

令和４年度長崎県一般会計補正予算（第２号） 承　　認

計　　２０件（原案可決　４件・承認　１６件）

報 告 第 15 号

報 告 第 18 号

報 告 第 19 号

報 告 第 14 号

報 告 第 17 号

報 告 第 16 号
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